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　公共事業労務費調査は、発注者が公共工事の発注に際し必要となる予定価格の決

定にあたって「予算決算及び会計法」により、取引の実勢価格、需給の状況等を考慮し

適正に定めることとされることから、農林水産省及び国土交通省では、積算に必要

な公共工事設計労務単価を決定するため、建設工事に従事した労働者等に対する賃

金の支払い実態を、昭和45年より毎年定期的に調査しています。

　これにより令和5年10月に実施された公共事業労務費調査に基づき、令和6年3

月から適用される公共工事設計労務単価が決定されました。

　本年4月から適用される「時間外労働の上限規制に対応するために必要な費用」

が反映され、また、平成25年度の「必要な法定福利費相当額の反映を実施」により 

12年連続増額改定されたところです。

　しかしながら、道内企業における建設労働者の賃金水準は、主要12職種で他都府

県と比較して最下位の職種はないものの低位の順位層で推移している状況です。

　道内技能労働者の賃金は、他産業と比較して依然として低い状態にあり、この様な

実態が建設業の担い手不足、人材確保、若手就労者の減少に繋がり、働き甲斐や魅力

の乏しい職業となり地域の社会基盤・産業基盤を揺るがす重大な結果となることが

懸念されます。

　適切な賃金水準の確保や働き方改革関連法の改正による時間外労働の上限規制

（2024年問題）に対する取組など職場環境の改善などによる魅力ある職場づくり

が急務です。

　個々の企業の健全経営の根幹となる人的資源の確保と育成により働く一人ひとり

がより良い将来の展望を持てるよう、業界経営者の皆様には【公共事業労務費調査の

重要性】を十分ご理解いただき、12年続いた好循環が堅持されるよう元請会社と協

力会社が共通した認識のもと一体となる取組をお願い致します。

　公共事業労務費調査を担当される皆様におかれましても、本調査が処遇改善の原

資となる重要な調査であり、建設業で働く人々や家族の生活にも重大な影響を及ぼ

すことを認識してください。

建設企業の経営者のみなさまへ
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　毎年10月に実施される本調査では、提出された調査票に基づき審査が行われて

おりますが、「就業規則等の提出がない」「所定労働時間が法定労働時間（週40時間）

以内であることの確認ができない」「従事した作業内容、就労の実態等が確認できる

書類がない」等、雇用管理の不徹底により約2割の標本が棄却されております。

　企業が支払った賃金が適切に反映されるよう適正な調査票を作成することが極

めて重要です。

　私たち、一般社団法人北海道建設業協会　労務委員会並びに労務研究会では、調

査対象となった企業の経営者層並びに実務担当者のために本調査へのご理解と円

滑な調査、無効票本の減少を目的として『公共事業労務費調査ガイドブック』を発行し

ております。

　この冊子が調査対象となった企業の皆様に活用され、適切な賃金管理・労務管理

等の向上に役立つことを期待しております。

「公共工事設計労務単価」と「雇用に伴う必要経費」の関係

基本給相当額
（日額相当）

基準内手当
（日額相当）

臨時の給
与の日額
換算

（賞与等）

実物
給与

（食事等）

含まれな
い手当等

（超過勤
務手当
等）

法定
福利費
（個人負担分）

労労働働者者本本人人が受け
取るべき賃金
（≒労労務務単単価価）

この他に事事業業主主が
支払う人件費
（必必要要経経費費）

● 労労働働者者本本人人がが受受けけ取取るるべべきき賃賃金金をを基基にに、日額換算値（所定内労働時間8時間）として労労務務単単価価をを設設定定
⇒ 例えば、日給制の労働者が受け取る日当よりも広い概念。法定福利費も全額反映

● 労労務務単単価価には、事事業業主主がが負負担担すすべべきき必必要要経経費費（（法法定定福福利利費費、、安安全全管管理理費費等等））はは含含ままれれてていいなないい。。

●● 事業主が下請代金に必必要要経経費費分分をを計計上上ししなないい、又は下請代金から必必要要経経費費をを値値引引くくことは不不当当行行為為

法定
福利費

（事業主負担分）

新単価の加重平均 23,600円（100%）

労務
管理
費等

現場作業に
かかる経費

（安全管理費等）

9,676円（41%）

5,428円（23%） 4,248円（18%）

労労務務単単価価がが23,600円円（（100%））の場合
には、事業主が労働者一人の雇用に
必要な経費は、33,276円円（（141%））に
なることに留意が必要

約15～16%

15～16%

※イメージ図

出典：国土交通省HP

「公共工事設計労務単価」と「雇用に伴う必要経費」の関係
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昨年と比べて変わった点

●�法定福利費控除額における雇用保険の桁の追加
　 　様式-1において、法定福利費における雇用保険の控除額の実態を正確に把握するた

め、万の桁を追加する。

 調査票 

●�資格の取得状況のカラム数の削減
　 　様式1-1において、カラム数の削減・記入負担軽減のため、資格の取得状況の回答項目

を8つから7つに削減。

 調査票 

7 8 9 10 11 12

様式－１ 公共事業労務費調査・賃金調査票 調査対象月

【令和６年１０月調査】

月 日 か ら 26 27 28 月

月 日 ま で 2 3

4 5 6

1 13 14 15 16 17 18 19 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

↑許可番号は右づめでお願いします

労働日数 労働時間数 賃金（通貨によるもの） 法定福利費控除額　（　被保険者（本人）負担額　）

所定
内

有給
休暇

所定内 時間外 休日 基本給 出来高給 雇用保険
健康保険

（介護保険料含む）
年金保険

（基金含む）

十 歳 十 年 十 日 十 日 百 十 時間 百 十 時間 百 十 時間 百 十 時間 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 百 十 日 十 日 百 十 日 万 千 百 十 円
種

別
万 千 百 十 円

種

別
万 千 百 十 円

種

別
万 千 百 十 円

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

※書類等の不備状況 ※ 備　　考 ○所定労働日数：　　　　日/月　○所定労働時間：　　　　時間　　　　分／日　○就労形態：　　　　週　　　　休制　　○変形労働時間制：1年間　・(          )ヶ月→計算式は欄外へ記載　　○有給制度：　有　・　無 ※調査員氏名

（注） １．※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

２．本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

３．本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

調査票様式
※

調査
方式

※

CCUS

工事

※

見積り尊

重工事

調査票への記入事項の根拠となる
資料がありませんでした。

所定労働時間が40時間以内であ
ることの確認が出来ませんでした。

2

1

1

2

8

1

※

週休２日

発注方式

23

事業所

規模

号

前回

対象

所

管

21 22

健康保険 厚生年金
年間所定

労働日数

法定福利費の内訳明示

見積書
請負代金

内訳書

24 25

枝

番

号

工 事 番 号
会社

番号

法人・

個人

※

週休２日

種類

調査対象月 月

賃金計算
期　　　間

上記期間の
賃金支払日

都　道

府　県

立会者
氏名

発注機関
名称

0

※

整

理

番

号

　

等

記

入

欄

調査票作成者氏名

有給休暇
臨時の給与（賞与等）の

年　　　　　　　　　　　 計

基本日額

※
発
注
機
関

　
 

記
入
欄

4

1

1

1

1

1

5

1

工事施工地名
及びコード番号

元請・下請
の別

在
留
資
格

※

整

理

番

号

 

等

記

入

欄

調査票

様式－１

番号

誘導員

配置

義務

41 総枚数43 44

所定内

42

実物給与
Ｂ　割増の対象としてい

　   ない基準内手当(b)

Ａ 割増の対象としてい

    る基準内手当（ａ）

1

1

6

5

1

6

3

2

9

1

1

1

日月

1

6

1

1

21

5

8

3

7

3

4

6

4

9

7

5

8

1

8

71

工　種

番　号

経験
年数

金

額

賃金支払事業主

建設業許可番号

有給休暇
時間数

年齢

2

イニシャル

1

番号

就
労
形
態

2

1

給
与
形
態

番号
職種
番号

4

7

1

0

3

0

9

0

9

事業所の社会保険加入状況

雇用保険

インフレ手当（月額）

※

適用

単価

工事請負者名（元請）

性
別

賃金支払事業主

名称

ＴＥＬ

住所

工事名

臨時の給与

（インフレ手当）の

年　　　　　　　　　　　 計

許可（　　　）第

年間労働日数

育児休業

取得日数

※チェック用

※ 工事番号

＜様式－１＞

※ 発注機関名称

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●● ●

様式－１－１　公共事業労務費調査・補足調査票

【令和６年１０月調査】

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

1 0 1 0

1 1 1 1

1 2 1 2

1 3 1 3

1 4 1 4

1 5 1 5

1 6 1 6

1 7 1 7

1 8 1 8

1 9 1 9

2 0 2 0
※　備　　　考　

（注） １．※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

２．休業手当はP26「(2)基準内・基準外手当の判断 ③休業手当」の説明に従い、様式-2または様式-1-1に記入してください。

３．本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

４．本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

就労範囲の状況

事業所
所在地

兼
業
状
況

その他の就労範囲

番号 イニシャル 番号

複数職種の兼務状況

（様式－１の職種以以外外の兼務があれば
、

その職種番号を最大５職種まで記入）

様式
－１
の

職種
番号

資格の取得状況
（様式－１の職種に対応す
る資格）を左詰めで記入

※ 工事番号

＜様式－１－１＞

※ 発注機関名称

【桁の追加】
　法定福利控除額の雇用保険について、賃
金実態の高い標本については1万円以上の
金額も存在している。
昨年「9999円」といった記載となっている
ことから、万の桁の列を追加する。

【資格の取得状況（調査の手引きより）】
・・・
　複数の資格を保有している場合は、各労
働者にとって優先度の高い資格から順に記
入してください。
・・・
　同一資格で複数の級を保有する場合は、
最上位級のみ記入してください。

【カラム（列）の削除】



─4─

　今年度も昨年度同様、オンライン調査と書面調査との双方の対応が可能とするとともに
一部対面調査も残す形となります。

　提出方法（オンライン調査及び書面調査）についての詳細や、提出しなければならない各
種資料につきましては、国土交通省HPに掲載されている「労務費調査の手引き」を参照願
います。

注）�対象工事ごとに調査方法が決められております。
� 調査方法については各発注機関より元請会社に通知されます。

書面調査 オンライン調査

or
電話
聞き取り

必要書類
を郵送
必要書類
を郵送

各企業の担当者様
各企業の担当者様

審査員

今年度調査の方法について

○ 国交省及び農水省（二省）の公共工事設計労務単価設定の基礎資料を得るための調査（昭和４５年より実施）。

○ 全国における二省等の公共工事から、１０月に施工中の、１件当たり１，０００万円以上の工事を選定母集団

として、調査対象工事（約１０，０００工事）を無作為抽出（技能労働者数：約１１万人）。

○ 調査対象工事に従事する技能労働者の賃金について、積算で用いる５１の職種区分に分類し、都道府県別に

把握。 （企業の規模や下請次数の制限はなく、対象職種に該当する全ての技能労働者が対象）
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○ 調査員が賃金や労働時間等の記載内容につき、賃金台帳や工事日報等の各種書類と照合し、疑義や修正

事項がある場合は、電話で聞き取りを行い、厳密に賃金の実態を把握。

公共事業労務費調査の概要

公共事業労務費調査（書面調査の場合）の概要

書面調査書面調査

①調査対象企業が
調査会場に必要
資料を郵送。

②調査員が郵送資
料の審査を実施。

対面調査対面調査

①調査対象企業が
必要資料を持参
の上、調査会場
に直接来場。

②調査員が面接形
式で審査を実施。

オンライン調査オンライン調査

①調査対象企業が
必要資料をクラウ
ド上にアップロード。

②調査員がクラウド
上で審査を実施。
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○ 調査員が賃金や労働時間等の記載内容につき、賃金台帳や工事日報等の各種書類と照合し、疑義や修正
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②調査員が郵送資
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上で審査を実施。

○ 国交省及び農水省（二省）の公共工事設計労務単価設定の基礎資料を得るための調査（昭和４５年より実施）。
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に直接来場。
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式で審査を実施。
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ド上にアップロード。

②調査員がクラウド
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公共事業労務費調査の流れ

発　　注　　者元　請　会　社協　力　会　社

５　月　〜　８　月

·担当者名簿の作成
·工事名簿の作成
·対象工事の選定　　など

10　　月

公共事業労務費調査説明会
（Web開催）

11　　月

公共事業労務費調査（書面調査・オンライン調査）の実施

２　　月　　〜　　３　　月

公共工事設計労務単価の公表

９　　月

発注者より依頼

·�発注者から過去に調査対象と
なったかの問い合わせがある
場合があります。（対象工事確
定ではありません。）

９　　月

10　　月

·�すべての協力会社へ連絡し、調
査への協力を依頼しましょう。
　�書面またはオンライン調査な
のかも報告しましょう。

·�すべての協力会社へ連絡し、説
明会への参加を依頼しましょ
う。

公共事業労務費調査依頼
·�国、道、政令市などの発注者か
ら、元請会社に対して調査の協
力依頼が届きます。
※�依頼文書には、書面またはオ
ンライン調査のいずれかが明
示されます。
　（発注者により異なります。）
·�社内の関係部署へ速やかに通
知しましょう。

·�発注機関から元請会社に対し
て説明会日程等が通知されま
す。

地方建設業協会主催の講習会・勉強会等
·�調査対象工事の元請会社をはじめ、すべての層の協力会社の出席に努めま
しょう。
·�講習会終了後等には、個別相談会を開催している地方建設業協会もありま
すので、不明な点や疑問な点は積極的にご相談ください。

調査対象工事の現況調査の
実施（任意の1日）

·�発注機関の監督員等が就労の
実態（協力会社・作業内容・職
種・就労者数）等について調査
を行います。
　（調査日だけでなく、10月中に
　�就労した（就労する予定）労働
者を含みます。

発注者より依頼対象企業名簿（登録）
施工体系図の（登録）
の作成・提出依頼

※オンライン調査の場合
·�自社アカウント作成
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元請会社と協力会社が連携しましょう

　発注者から元請会社に対して調査の協力依頼があったと

きは、経営者に報告すると共に、実務担当者と現場責任者の

間で速やかに情報を共有し、調査に備えることが重要です。

　また元請会社は協力会社へも速やかに調査への協力を

依頼してください。

　二次以下の協力会社があるときは、一次の協力会社へ全

てお任せするのではなく、元請会社が直接二次以下の協力

会社へ調査への協力を依頼し責任を持って指導することが

重要です。

　このことは現況調査や本調査の際に起きる食い違いを防

ぐために大切なことです。

調査に臨むときには

●元請会社は、社内の関連部署および協力会社へ連絡しましたか？

　適切な調査を受けるためには、調査に関わる現場と実務担当者が、可能な限り早い時期に意思疎通を図っ
て調査対応の準備を進めることが重要です。

●元請会社から協力会社への趣旨説明は十分で理解を得られましたか？

　協力会社の方々は、初めて調査を受けるあるいは調査に不慣れなど、趣旨を理解されていない場合が少な
くないため、元請会社は事前に十分な説明と指導を行ってください。

●�元請会社から協力会社へWeb配信による説明会の案内をして参加を
要請していますか？

　本調査に先立って行われるWeb配信による公共事業労務費調査等北海道地方連絡協議会主催の説明会
では、公共事業労務費調査の重要性や調査票への具体的な記入方法、さらに北海道建設業協会・地方建設業
協会からの情報提供などが行われる調査に向けた重要なステップです。
　元請会社の担当者は、初めて調査に臨まれる協力会社の担当者はもちろん、既に何度も調査を受けられて
いる協力会社の担当者にも参加して頂くよう強く要請してください。

調査協力依頼のフロー

発注機関

元請企業

一次下請企業

二次下請企業 一人親方

調査協力依頼

調査協力依頼

調査協力依頼
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●元請会社は現況調査を受けましたか？

　発注機関の監督員等から元請会社へ対象現場の就労実態（協力会社・作業内容・職種・就労者数）について�
本調査の前に聞き取りによる調査があります。
　詳細は次頁の説明をご覧ください。

●元請会社は対象企業名簿を提出しましたか？

　発注機関より元請会社へ対象工事毎に「対象企業名簿」の作成依頼があります。
　当該現場の調査対象会社の情報を記載し、施工体系図と共に指定の期日までに提出してください。

６

※  対象企業名簿には９月（10月に従事していない38職種）や10月に稼働し、調査対象職種
（51職種）に該当する技能労働者が在籍する企業のみを記入してください。

対象企業名簿の作成フロー図

※  会場調査への変更希望がある場合は、その旨報告してください。

　（原則、オンライン調査、書面調査としております。

　 なお、オンライン調査の場合には書面調査への変更も可能です。）
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現況調査は正しく受けましょう

　公共事業労務費調査の対象となった工事には、元請会社に対し現況調査が実施されます。

 ●　現況調査とはどんな調査ですか？ 

　現況調査とは、発注者の監督員等が元請会社へ当該現場の対象月の作業内容（職種）・概数労働者を把握
できる任意の1日を選定し、作業日報やヒアリング等により確認して「現況調査表」に企業名・職種・人数等を
記入します。

 ●　なぜ現況調査は本調査において重要なのですか？ 

　本調査実施時に、「現況調査表」の作業内容（職種）・概数労働者と「本調査票」の内容に整合性が取れてい
ないと、調査時にその違いについて説明を求められ、場合によっては調査票の修正を求められることもあり
ます。
　現場の状況を確認し、説明できる準備をして調査に臨んでください。

 ●　複数の調査対象工事に従事した場合はすべての工事で対象となりますか？ 

　主に従事した工事、つまり最も長く従事した工事が対象となります。
　※公共事業労務費調査の手引きを参照してください。

●具体的留意事項
　現況調査に立ち会う方は、現況調査担当者へ正しい職種を報告してください。
　下記例示の左のように、○○鉄筋工業株式会社から10人が現場へ来て、鉄筋組立作業を行っているので
単純に鉄筋工10人と記入される場合が多く見受けられます。
　本調査では、この現況調査表をもとに調査が進められますので、下記例示の右のように、労働者の技能を
考慮した職種を伝えてください。

　注） 調査対象工事に入場した労働者の作業内容や就労状況、職種判定の根拠などを事前によく把握しておくことが大
切です。

　　   特に職種の判定にあっては現場の呼称にとらわれず、仕事の内容や個々の労働者の技術・能力や経験に基づいて
的確に判断したものであることをはっきりとお話しください。

　　�※本ガイドブックP29〜P34を参照してください。

現　況　調　査　表
対象企業名
　○○鉄筋工業株式会社

元請・下請
の別

・元請
・1次下請

現場作業内容
概数労働者数

積算体系における工種 労務費調査における職種

擁壁工 鉄筋工 10人

人

人

対象企業名
　株式会社△△工務店

元請・下請
の別

・元請
・1次下請

現場作業内容
概数労働者数

積算体系における工種 労務費調査における職種

擁壁工 型枠工 10人

人

人

現　況　調　査　表
対象企業名
　○○鉄筋工業株式会社

元請・下請
の別

・元請
・1次下請

現場作業内容
概数労働者数

積算体系における工種 労務費調査における職種

擁壁工 鉄筋工 5人

普通作業員 4人

軽作業員 1人

対象企業名
　株式会社△△工務店

元請・下請
の別

・元請
・1次下請

現場作業内容
概数労働者数

積算体系における工種 労務費調査における職種

擁壁工 型枠工 6人

普通作業員 4人

人

×職種を単純に当てはめた場合 ○○労働者の技能を考慮した場合

職種は実際に従事している作業と必ずしも一致しないことにご留意ください。
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書面調査への対応

Q.1  協力会社に調査の協力依頼をしましたか？
A.��各発注機関より元請会社に調査依頼があります。
� �元請会社は9月及び10月に調査対象工事に参加しているすべての協力会社
（2次以下、一人親方も含む。）に対し、調査の協力依頼を行ってください。

書面調査は書類の送付と電話での聞き取りで実施されます。
円滑に実施されるために、書類の送付がなによりも重要です。
必ず期日までに指定の送付先へ提出してください。

Q.2  対象企業名簿を作成しましたか？

○対象企業名、元請・下請の次数
○会場調査への変更希望（原則、書面調査としております。）
○調査票作成者氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス（聞き取り調査の連絡先）

A.��9月及び10月に調査対象工事に参加しているすべての協力会社（2次以下
一人親方も含む。）に対し、対象企業名簿の作成に必要な情報の提供を依頼
し、元請会社は調査対象となったすべての協力会社からの報告をもとに対象
企業名簿を作成し、施工体系図とともに各発注機関に提出してください。

Q.3  調査票の送付先・送付期日は？
A.��元請会社は、協力会社に資料の送付先・送付期日及び聞き取り調査の実施
日を連絡してください。

� �連絡を受けた協力会社は、さらに協力会社がいる場合は、同様に上記内容
を連絡してください。

� �また、送付の際は発注機関番号および工事番号の記載が必要になりますの
で�元請会社は協力会社に適切な連絡をお願いいたします。

Q.4  調査票の送付方法は？
A.��原則、書面は簡易書留による郵送で追跡できるようにしましょう。
� �また、複数工事に対象となっている場合は、お手数でも1工事毎に封筒を分
けて郵送してください。

Q.5  調査当日の対応を教えてください。
A.��聞き取り調査日を案内することになっておりますので、調査日には待機して
頂くことが望ましいですが、やむを得ず担当者が不在となる場合は、後日調
査を行うなどの対応は可能です。なお、調査状況により調査日が変更となる
場合がありますのでご理解願います。

　��また、調査終了の連絡を行う運用にはなっておりませんので、本調査のため
の超過勤務は必要ありません。
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オンライン調査への対応
○�インターネット回線を利用することにより提出
○調査対象者の負担軽減、調査の効率化
　これまでの書面調査とは異なります。

ポイント

Q.1  ログインIDを発行する方法を教えてください。
A.��ログイン画面の「初めてご利用の方はこちら��企業アカウント発行」をクリッ
クして起動し、以下の情報を入力してください。

◦工事ファイルID、工事ファイルパスワード（オンライン調査案内書に記載）
◦工事名称
◦調査対象企業名称
◦元請、下請の別
◦ログインID（メールアドレスを登録）
◦パスワード

Q.3  ログインIDの申請をしましたが、メールの返信がありません。� どのように対応したら良いですか？

A.��下記を確認してください。

◦メールアドレスに誤りがないか
◦迷惑メールフォルダーに振り分けられていないか
◦受信拒否設定がされていないか
◦容量オーバーなどでプロバイダで止まっていないか
　上記にあてはまらないようであれば
　国土交通省ホームページに掲載されているヘルプデスクまでお問合せください。

　お問合せ先 ☞ 050-3186-7047

Q.2  工事ファイルID、工事ファイルパスワードがわかりません。
A.��発注機関より元請会社に配布される、オンライン調査案内書に記載されて
います。

元請会社が協力会社に順次連絡することになっておりますが、連絡が行き届いていない可能性
がありますので、元請会社は発注機関に、協力会社は元請会社もしくは、上位の協力会社にご確
認ください。
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Q.4  ログインID登録時にエラーとなります。� なぜでしょうか？

A.��対象企業名簿に登録されているメールアドレスと異なるメールアドレスをロ
グインIDに設定しているためです。

� �対象企業名簿に登録しているメールアドレスをログインIDに設定してくだ
さい。

� �対象企業名簿に自身のメールアドレスが登録されていない場合は、元請会社
または上位の協力会社に連絡し、対象企業名簿にメールアドレスの登録を
依頼してください。

Q.5  �複数の調査対象工事のオンライン調査案内書を受領しましたが、調査対象工事それぞれにアカウント作成する必要がありますか？

A.��必要ありません。

複数の調査対象工事のオンライン調査案内書を受領された場合、その中の1つの工事ファイル
ID、工事ファイルパスワードで調査対象企業アカウントを作成して、システムにログインした後、対
象工事追加画面で調査対象工事を追加できます。
この1つのIDですべての調査対象工事の調査票提出が可能です。
また、元請会社では、調査対象工事に対象企業名簿、施工体系図の提出も同一IDで利用できます。

Q.7  エクセル版調査票とウェブ版調査票の違いを教えてください。
A.��エクセル版調査票は、国土交通省ホームページからダウンロードして、シス
テムにアップロードを行う方法です。

� ウェブ版調査票は、画面上から直接調査票の入力を行う方法です。

Q.6  �オンライン調査に対応できません。� 書面調査に変更することはできるでしょうか。

A.��変更できます。

対象企業名簿に「書面調査または会場調査への変更」という欄がありますので、変更を希望する
場合は、「書面調査への変更」を選択する必要があります。
元請会社は、協力会社に必ず確認して記載してください。
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Q.8  �ウェブ版調査票の入力を中断したい場合、入力したデータは保存されますか？

A.��調査書類提出の調査票入力画面の一番下に「入力内容を保存する」ボタン押
下で一時保存できます。

� 次回、同じ工事情報を入力すると保存された内容が表示されます。

Q.11  �オンラインシステムにアクセスできません。� 　　書面調査に変更できますか？

A.��変更できます。

元請会社に書面調査への変更を依頼し、元請会社はその旨を発注機関に連絡してください。
一度取り込んだ調査対象企業を削除する場合、オンライン上で「対象企業削除」ボタンを押下す
ることで削除できます。

Q.9  登録済みの対象企業名簿の情報を修正することは可能ですか？
A.��可能です。

登録済みの対象企業名簿（エクセル）を修正して再アップロードすれば該当の企業情報を修正可
能です。
なお、本システムでは、メールアドレスに紐づいて企業情報を更新します。
そのため、異なるメールアドレスで再登録した場合、別の企業情報として追加されますので、ご注
意ください。
また、一度取り込んだ調査対象企業を、後から調査対象外とする場合は、オンラインシステム上で

「対象企業削除」ボタンを押下することで削除できます。
ただし、メールアドレスを修正する場合は、当該企業のメールアドレス修正前の情報削除と、メー
ルアドレス修正後の企業情報追加の両方を行うことで、対応可能になります。
1.  メールアドレス修正前の企業情報の削除
　  対象企業名簿（エクセル）にて、該当企業の「対象企業職種の有無「1. 有→2. 無」に修正後、シ

ステムに再度登録すると、古いメールアドレスの企業情報が名簿から削除されます。
2.  メールアドレス修正後の企業情報の追加
　  対象企業名簿（エクセル）にて、別の行に該当企業情報をコピーし、メールアドレスを修正後

システムに再度登録してください。
　 ただし、該当工事の調査票を提出後の修正・削除はできません。

Q.10  �協力会社が他の調査対象で該当しなくなった場合、元請会社で登録を削除して良いですか？

A.��削除してください。

登録している協力会社を指定し「対象企業削除」ボタンを押下することで削除できます。
その旨を発注機関に連絡してください。
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Q.13  調査票提出後の対応を教えてください。
A.��審査者が、審査の過程において疑義等が生じた場合に記入する修正依頼の
コメントを確認してください。

� コメントがあった場合には内容を確認のうえ対応が必要です。
� 必ず、「二次審査済」（審査終了）の表示を確認してください。
� コメント欄の▼マークの色の意味は下記になります。
� 赤色：要修正赤色：要修正　　黄色：質問黄色：質問　　緑色：確認済緑色：確認済

Q.14  調査票提出後、審査状態は確認できますか？
A.��確認できます。

調査書類確認画面で「審査状況を確認する」ボタン押下で審査状況確認画面が開き、審査状態が
確認できます。

「提出済 → 受理 → 一次審査 → 二次審査（審査終了）」

Q.15  調査進捗状況や審査状態を確認できますか？
A.��確認できます。

元請会社は、協力会社の調査書類提出及び審査状況をシステム上で確認できます。
表示内容は「受理前、審査中、一次審査済、二次審査済、差戻」と表示されます。
コメントに修正や質問等の入力があった場合には、その旨がメールでも通知されます。

Q.12  �確認資料が「必須」マークがないのに、必須エラーが表示しているのはなぜでしょうか？

A.��①就業規則　　③賃金台帳　　⑤作業日報　　⑥出勤簿は必須項目です。
� それ以外は、入力されたデータによって、必須チェックされます。

例１）手当の内訳及び支給基準が明確になる資料
例２）能力評価制度により能力レベルが確認できる資料
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調査票に添付する確認資料 【書面調査・オンライン調査共通】

●調査票・確認資料一覧
　令和6年度の「公共事業労務費調査の手引き」を参照してください。

　　1. 調査票（必ずA3で作成してください）

　　　◦賃金調査票　　　　　（様式−1）【必須】

　　　◦各種手当内訳票　　　（様式−2）（手当の支払いがある場合のみ）

　　　◦臨時の給与年計票　　（様式−3）【必須】

　　　◦補足調査票　　　　　（様式−1−1）【必須】

　　2. 確認資料

【書面調査の場合】

　各資料ごとに綴じ、右肩に資料番号①〜⑭を記載してください。

【オンライン調査の場合】

　事前にPDF化してパソコン内に保存してください。

　登録時のミスを防ぐため、各ファイル名の頭に書類の番号を付けてください。

　　　①就業規則、給与規定又は雇用契約書【必須】

　　　　（変形労働時間制を採用している場合は、労使間の協定書、年間休日カレンダー）

　　　②手当の内訳及び支給基準が明確になる資料【手当の支払いがある場合のみ】

●就業規則関係のポイント
　◦ 調査対象の労働者の所定労働日、休日、所定労働時間、そして支払う賃金の根拠を確認する目的です。

　　よって就業規則は丸ごと1冊でなく、調査上で確認が必要な部分のコピーで構いません。

　　― 必要な部分 ―

　　　　表　　紙（会社名が記載されている箇所）

　　　　勤務体系（労働時間・休憩時間・休日が分かる箇所）

　　　　休　　暇（有給休暇が分かる箇所）

　　　　賃　　金（基本給・各種手当・割増賃金、給与の差引、実物給与、臨時の給与が分かる箇所）

　◦ 変形労働時間制を採用している場合は、労働基準監督署に届け出た労使間の協定書および過去1年分の休

日が分かるカレンダーが必要になります。

　◦ 出来高給制についてはその根拠となる資料が必要になります。

　◦ 労働者10人未満の事業所で就業規則がない場合は、調査対象労働者の雇用契約書、雇入通知書、労働条件

通知書のコピーを提出してください。

●手当の支給に関する資料のポイント
　◦ 就業規則あるいは雇用契約書、雇入通知書、労働条件通知書とは別に、各種手当の内訳や支給基準が明確と

なる資料がありましたらコピーを提出してください。

　　調査上の基準内手当または基準外手当の判断材料になります。

　　　③賃金台帳、賃金日計表【必須】

　　　　※法定福利費控除額が確認できる資料

　　　　※調査月分

　　　　※臨時の給与を支給していた場合は、上記に加え過去1年間における臨時の給与の支給月分
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●賃金台帳のポイント
　◦ 調査月分の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の控除額が確認できる資料。

　◦ 過去1年間に賞与など臨時の給与を支給していた場合は、その賃金台帳も提出してください。

　　　④退職金の支給が確認できる資料【退職金の支給があった場合のみ】

　　　⑤作業日報（調査月分）【必須】

　　　⑥出勤簿（過去1年分）、年次有給休暇管理簿【必須】

　　　⑦健康保険・年金保険被保険者報酬月額算定基礎届（若しくは同決定通知書）

　　　⑧事業所の社会保険加入状況が確認できる資料

　　　⑨免許証・資格証の写し

　　　⑩見積書

　　　⑪請負代金内訳書等の請負額における法定福利費の内訳がわかる資料

　　　⑫在留資格が確認できる資料【外国人建設就労者又は特定技能外国人の場合のみ】

　　　⑬ 能力評価制度により能力レベルが確認できる資料

　　　　【建設キャリアアップシステムに登録している場合のみ】

　　　⑭一人親方に関する確認資料【一人親方の場合のみ】

●その他

【書面調査の場合】

　元請会社は「対象企業名簿」と併せて「施工体系図」を事前提出してください。

　※調査票は必ずコピーを取り、手元に残してください。

　また、確認資料は返却されませんので、すべての資料のコピーを郵送してください。

【オンライン調査の場合】

　元請会社は「対象企業名簿」、「施工体系図」をオンラインシステム上にアップロードしてください。

　　　国土交通省・公共事業労務費調査のホームページをご確認ください。
　　　また、公共事業労務費調査の手引の調査票・確認資料もご覧ください。

公共事業労務費調査　 検索

公共事業労務費調査オンラインシステムの操作に関する利用者の支援を行うことを目的に�
AI自動応答システム（チャットボット）が導入されています。

　※〈システムにおけるAI自動応答システム（チャットボット）〉令和6年9月24日（火）より利用可能の予定です。

　　◦ システム下部に配置

　※AI自動応答システム（チャットボット）の概要

　　 AI自動応答システム（チャットボット）とは、人手を介さず自動的に質問に回答するサービスで、特徴は以下の

とおりです。

　　◦オンラインシステムの画面上のbotアイコンをクリックして、チャットボットを呼び出す。

　　◦ 質問を入力すると、予め登録したFAQ集の中から、関連する質問の候補を提示。

　　◦ これを選択すると即座に回答を表示する。

　　◦ ヘルプデスクの運用時間外においても、質問・回答が可能。

　※FAQ集は、労務費調査の運用期間中に、順次、更新を行いながら充実させていく計画のようです。
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所定労働時間を
正しく理解していますか？
実際の労働時間に合った所定労働時間を記入しなければ
公共工事設計労務単価は下がる可能性があります。

●�所定労働時間とは？
所定労働時間とは、労働契約や就業規則の中で会社が定めた就業時間のことです。

始業時間から終業時間までの間の時間のことを「勤務時間」といい、そこから所定の休憩時間を除いた時間が

「労働時間」です。

　所定労働時間は、就業規則によって定められるものですが、労働基準法の中で一定の制限があります。

　労働者が過重労働などで健康を損なうことのないよう、休憩や残業時間の規定があり、その範囲内で労働時間

を設定する必要があります。

●�所定労働時間と法定労働時間の違い
　労働時間には、会社が就業規則で定める所定労働時間と、労働基準法で定められている法定労働時間があり

ます。

●�休憩時間について
　休憩時間は、労働基準法34条で次のように定められています。

労働時間が8時間を超える場合 ：： 休憩時間は少なくとも1時間

労働時間が6時間を超える場合 ：： 休憩時間は少なくとも45分

　そのため、労働時間が6時間以下の場合は休憩時間をとらなくてもいいことになります。

また、休憩時間は労働時間に含まれないため、一般的には休憩時間の賃金を支払う必要

はありません。

　会社が定める所定労働時間は、この法定労働時間を超えない範囲内で設定する必要があります。

　所定労働時間を6時間にすることは問題ありませんが、10時間とした場合は8時間を超えた2時間分

は無効となり、時間外労働の扱いになります。

労働基準法32条では、以下のことが定められています。

1週間で40時間を超える労働をさせてはならない
1日8時間を超える労働をさせてはならない

この通り、1週間で40時間、1日8時間以内の労働が法律上の上限とされており、これを法定労働時間とい
います。

「所定労働時間」の正しい計算が、
調査の重要ポイントとなります！
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① 基本給相当額（基本日額、基本給（定額給）・出来高給）
② 基準内手当（現場手当、技能手当、家族手当、住宅手当等）
③ 臨時の給与（賞与、燃料手当、結婚・出産・傷病・死亡等に対する見舞金等）
④ 実物給与（飲料水や食事の支給、住宅の貸与等）

※�「公共事業労務費調査の手引き」“基準内手当・基準外手当の区分”及び「国土交通省：公共事業労務費
調査ホームページ」参考資料より手当の逆引きを参照してください。

Q.1  調査の対象となる賃金は、どのようなものがありますか？� また、その計算方法は？

A.�調査の対象となる賃金は次の通りです。

●対象となる賃金の計算方法は次の通りです。
基本給相当額　＋　基準内手当

　
所定労働時間内8時間当たり

＋

臨時の給与　＋　実物給与

　
所定労働日数1日当たり

＝公共工事設計労務単価

Q.3  所定労働時間が法定の上限「週40時間」を超えた場合は、棄却されますか？

① 賃金計算期間が31日の場合　31日÷7日（週）×40時間＝177.1時間
② 賃金計算期間が30日の場合　30日÷7日（週）×40時間＝171.4時間
③ 賃金計算期間が28日の場合　28日÷7日（週）×40時間＝160時間
となり、小数点以下は切り捨てとなります。

●1ヶ月の所定労働時間の上限は次の通りです。

　ただし、変形労働時間制の場合は、週の所定労働時間が40時間を超える場合があります。

A.��一般的に週40時間を超える所定労働時間は、労働基準法に違反しており
標本は棄却されます。

Q.2  私の会社では所定労働時間が7時間なのですが� 8時間に変更しないといけませんか？

　労働基準法上守らなければならない事項は、所定労働時間が1日8時間以内で1週間40時間
以内（労基法32条又は40条）です。
　なお、調査票には実際の労働時間を記入してください。
　また、休日については原則として1週間に1日以上の休日を与えることです。
　変形労働時間制を採用している場合は、年間カレンダー等を労働基準監督署に届けられてい
るか確認が必要です。（対象期間が1ヶ月を越える場合）
　上記について問題があれば、就業規則等の変更が必要になります。

A.�労働基準法上問題なければ変更の必要はありません。
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法定休日とは労働基準法で定める週一回の休日です。
所定休日とは法定休日とは別に会社が定める休日です。

Q.5  残業手当・休日手当込みの定額月給を支払っているのですが� 調査を受ける際、問題になりますか？

　あらかじめ、労働基準法に定める割増率で計算した残業手当・休日手当を、「固定残業手当」等
の名目で月給に含めておくことは労働基準法の定めに違反しませんが、支払っている「固定残業手
当」等の時間分を超える時間外・休日労働に対して、別途割増給を支払わないことは労働基準法の
定めに違反します。

《参考：割増率》

時間外（残業）　　　　　25％以上　　　　　　深　　夜　　　　　　　　25％以上
法定休日　　　　　　　35％以上　　　　　　深夜＋時間外　　　　　　50％以上
所定休日　　　　　　　25％以上　　　　　　深夜＋法定休日　　　　　60％以上

A.��月給に含まれる残業手当・休日手当が、労働基準法に定める割増率で計算さ
れており、「固定残業手当」等の時間分を超える時間外・休日労働に対して、別
途割増給を支払っていれば棄却される標本にはなりません。

Q.4  就業現場によって時間給を変えているのですが？

　審査を受けるときは、それを証明する資料を提出してください。
　また、調査票の記入については、賃金計算期間全体の数値を記入してください。
　ただし、労働契約で就業現場によって時間給が変更されることを明示していても、労働者は自ら
就業場所を選択することができないので、就業現場によって時間給を変える労働契約は、労働者に
不利益をもたらす恐れがあり、法律上好ましくありません。

A.��そのような場合は、対象工事での時間給がその労働者の賃金として取り扱わ
れます。

※詳細は「公共事業労務費調査の手引き」を参照してください。

Q.6  対象工事に従事した日の賃金だけが対象となるのですか？

　調査対象月1カ月間の賃金全額が対象となります。
　ただし、賃金締切日によって賃金調査期間が異なりますので以下に留意してください。
①  賃金締切日が10月31日の場合⇒10月分の賃金が調査対象になります。
②  賃金締切日が10月25日の場合⇒9月26日から10月25日までの賃金が調査対象になります。
③  賃金締切日が10月25日である事業所の労働者が、10月26日以降に調査対象工事に従事し

た場合には、調査対象となる賃金計算期間に調査対象工事に全く従事していないことになり
ますので、調査対象労働者に該当しないことになります。

注） 10月中の賃金締切日以前の1か月分が調査対象期間になりますので、賃金締切日によって調
査対象期間が変わりますが、調査対象企業の賃金台帳から10月中の支払額を調査票に再集
計するような必要はありません。

A.�調査対象月の賃金全額が対象となります。
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●�残業時間について
残業時間にも、法定内残業時間と法定外残業時間の2種類があります。

法定内残業時間とは、企業が規定する所定労働時間は超えているが、法定労働時間を超えない残業時間です。
法定外残業時間は、法定労働時間を超えた残業時間で、割増賃金を支払う必要があります。
　例えば、所定労働時間が9時～17時、間に1時間の休憩をとって7時間労働をしている中、18時まで1時間残業

が発生した場合、労働時間は8時間となります。

　法定労働時間内ですので、通常の賃金と同額の残業代の支給をすることになります。

　では、上記の労働時間で19時まで2時間の残業が発生した場合はどうでしょうか。

　労働時間は9時間となり法定労働時間を超えています。

　この場合は、25％以上の割増賃金を支払う必要があります。

· 今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の

事情がなければこれを超えることができなくなります。

· 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなければなりません。

◦ 時間外労働が年720時間以内

◦ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

◦ 時間外労働と休日労働の合計に

ついて、「2か月平均」「3か月平均」

「4か月平均」「5か月平均」「6か

月平均」が全て１か月当たり80

時間以内

◦時間外労働が月45時間を超える

ことができるのは、年6か月が限度

·上記に違反した場合には、罰則（6か

月以下の懲役または30万円以下の

罰金）が科されるおそれがあります。

　また、法定労働時間を超えて残業させるには、原則的に労働基準法36条に定められている36協定を
結ぶ必要があります。

2024年（令和6年）4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されています。労働基準法における労働時間の定め

 労働基準法では、労働時間は原則として、１⽇８時間・１週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。また、休⽇は原則として、毎週少なくとも１回与
えることとされています（このパンフレットではこれを「法定休⽇」といいます。）。

 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合に
は、
 労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結
 所轄労働基準監督署⻑への届出
が必要です。

 36協定では、「時間外労働を⾏う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなけ
ればなりません。

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きを
とらなければ、これを延⻑することはできません。

時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。

 これまで、36協定で定める時間外労働については、厚⽣労働⼤臣の告示（※）によって、
上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を⾏わなけ
ればならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、
限度時間を超える時間まで時間外労働を⾏わせることが可能でした。
（※）労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延⻑の限度等に関する基準（限度基準告示）

これまで、時間外労働の上限は⼤臣告示によって基準が設けられていま
した。

3

Ⅰ．法令解説編

Point１の労働時間・休⽇に関する原則は今回の法改正によっても変わりません。
今回の改正によって、Point２のこれまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付
きで法律に規定されました。（改正内容は次ページ）

︕

労働時間・休日に関する原則

法律で定められた労働時間の限度

１日 ８時間 １週 40時間及び
これを超えるには、
36協定の締結・届出が必要です。法律で定められた休⽇

毎週少なくとも１回

（改正前）上限規制の
イメージ

１年間＝12か⽉

法定労働時間
１⽇８時間
週40時間

上限なし
(年６か⽉まで)

⼤臣告示による上限
（⾏政指導）
⽉45時間
年360時間

（改正後）
法律による上限
(特別条項/年６か⽉まで)
年720時間
複数⽉平均80時間＊
⽉100時間未満＊

＊休⽇労働を含む法律による上限
（原則）
⽉45時間
年360時間

出典　厚生労働省リーフレット抜粋

みみんんななチチェェッックク！！ 最最低低賃賃金金。。

北北 海海 道道 最最 低低 賃賃 金金
北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイ

トの方、学生さんなど働くすべての人）及びその使用者に適用される北

海道最低賃金が次のとおり改定されました。

最最 低低 賃賃 金金 額額  時間額 11,,001100 円

効効力力発発生生年年月月日日  令和６年１０月１日
厚厚生生労労働働省省 北北海海道道労労働働局局 労労働働基基準準監監督督署署（（支支署署））
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　長年建設業に携わっている担当者の中にも、公共工事設計労務単価を誤って理解している担当者が少なくあり

ません。

　建設会社には、所定労働時間を7時間・7時間30分・8時間などとしている場合や変形労働時間制を採用してい

る場合、日給制や月給制の場合など、就業時間や賃金について様々なルールがあります。

　公共事業労務費調査では、これら様々なルールのもとで支払われた賃金を一つの物差しで計るために、8時間当

たりの単価を算出して公表しています。

　公共工事設計労務単価を誤って理解している担当者は、公共工事設計労務単価と自社の一日当たりの支払賃

金を単純比較して「設計よりも高い・設計よりも低い」を判断しています。

　次の事項に留意して、自社の賃金水準を検討することが重要です。

①�公共工事設計労務単価は、調査対象企業の支払額を8時間当たりに換算して設定されています。
②�日給額（支払実額）と公共工事設計労務単価の単純比較は、正しい比較方法とはいえません。
③�午前・午後の休憩時間を除いた労働時間管理により、公共工事設計労務単価との比較を行わなければ
賃金設定における客観的な情報になりません。

　自社の賃金水準が公共工事設計労務単価よりも低いと理解していた会社の担当者も、自社の賃金を8時間当た

りに換算すると、公共工事設計労務単価よりも高い賃金を支払っている場合があります。

　自社の賃金が、公共工事設計労務単価とほぼ同水準と理解していた会社の担当者が、自社の賃金を8時間当た

りに換算すると、公共工事設計労務単価よりも大幅に高い賃金を支払っている場合もあります。

　一般に労務関係費とされている費用には、賃金ではない経費も含まれています。

　また、賃金の中にも、所定労働時間内における各職種の建設労働者の通常の作業条件・内容の労働に対する部

分と、時間外、休日及び深夜の割増賃金や特殊な作業条件・内容の労働に対する手当等の部分があります。

　公共工事設計労務単価は、所定労働時間内8時間当たりにおける各職種の通常の作業条件・内容の労働に対す

る賃金の部分（下図参照）のみで、他の労務関係費は積算時に別途計上（共通仮設費、現場管理費、割増賃金等）し

ています。

公共工事設計労務単価は8時間当たりの
単価であることを理解しましょう

公共工事の積算における労務関係費基準内手当・基準外手当の区分

（１） 公共工事の積算と公共工事設計労務単価
一般に労務関係費とされている費用には、賃金ではない経費も含まれています。また、賃金の中

にも、所定労働時間内における各職種の建設労働者の通常の作業条件・内容の労働に対する部分と、
時間外、休日及び深夜の割増賃金や特殊な作業条件・内容の労働に対する手当等の部分があります。
公共工事設計労務単価は、所定労働時間内 時間当りにおける各職種の通常の作業条件・内容の

労働に対する賃金の部分（図 の二重線部分）のみで、他の労務関係費は積算時に別途計上（共
通仮設費、現場管理費、割増賃金等）しています。

図 公共工事の積算における労務関係費

公共工事設計労務単価は、図 のとおり、所定労働時間内 時間当りの「①基本給相当額」及
び「②基準内手当」、並びに労働日数 日当りの「③臨時の給与（賞与等）」及び「④実物給与
（食事の支給等）」、の つにより構成されています。

公共工事設計労務単価に含まれている範囲

図 公共工事設計労務単価の構成

労務関係費
〈設計労務単価に含める賃金〉

○各職種の通常の作業条件及び作業内容の労働（所
定労働時間内）に対する賃金

〈労務関係経費〉
○以下の労務関係経費
ａ 宿舎の営繕費
ｂ 労働者の輸送費用
ｃ 募集・解散費用
ｄ 慰安・娯楽・厚生費用
ｅ 作業用具・作業用被服費
ｆ 安全・衛生費用
ｇ 研修訓練費用
ｈ 各種保険料事業主負担額
ｉ その他の労働関係経費

〈設計労務単価に含まれない賃金・費用等〉

〈別途計上する賃金〉
○時間外、休日又は深夜の割増賃金

○各職種の通常の作業条件又は作業内容を超え

た特殊な労働に対する部分の賃金

定期の賃金

賃金

基本となる賃金

割増賃金

諸手当 補助的手当

基本給、出来高給

時間外、休日、深夜割増賃金

家族手当、通勤手当、地域手当、
住宅手当 等

任務・能力
就労奨励手当

休業手当不就労時手当

現場手当、技能手当、精勤手当、
突貫手当 等

通勤用定期、食事の支給実物給与

臨時の賃金等 賞与、臨時の賃金、退職金

②基準内手当

③臨時の給与

④実物給与

①基本給相当額

「公共事業労務費調査の手引き」より一部抜粋
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　賃金を正しく支払うためには、労働時間の把握が最も大切なことです。

　長年の慣習として見過ごしてきたことや、面倒がっておろそかにしてきたことがらを改め、正しい習慣をつけて

いただくことが必要です。

●�早上がりをしたときの取扱い
　建設業では、工程によって作業の連続性が途切れるとき、予定した一定の作業量が所定労働時間内で終

えることができたときなどに「早上がり」といって、所定労働時間の就労をしなくても1日分の賃金を支払う

場合があります。

　その際、1日分の賃金を支払ったことで就業時間を8時間として取扱うケースが多くみられます。

　「早上がり」を行った場合には、労働時間の管理を実際に働いた時間に改め、作業日報や日計表に基本日額

を保証したことを明記して処理することや雇用契約書などに「早上がり」に関する賃金の処理方法について

記載しておくことが必要です。

●�通勤時間を含むときの取扱い
　建設業での労働時間は、一般的に作業開始から作業終了までの時間で管理しますが、遠隔地の現場では

通勤に要する時間を保証することがあります。

　この場合も早上がりと同様、実労働時間で扱うことが必要です。

　ただし、経費あるいは恩恵的賃金と区別するために通勤に要した費用は、基本日額とは別に手当として処

理することが望ましいでしょう。

（通勤の態様によっては、労働時間として処理すべき場合もあります。）

●�雨天休業・有給休暇の適正処理で単価は上昇します

　悪天候で作業を中止しても1日分の賃金を支払う場合があります。

　支払う賃金が変わらないため、通常の賃金計算を行うケースが多く見られます。

　しかし、『悪天候などの不可抗力による休業に対する基準内手当』として正しい賃金計算を行うことで大

幅な単価上昇に寄与することができます。

　平成31年4月から労働基準法が改正施行され、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、5

日について使用者が時季を指定して取得させることが罰則付きで義務化されましたが、道内の建設現場

は10月以降に繁忙期を迎えるため、雇入後6か月に満たない労働者についても前倒し付与を含めた計画

的な有給休暇の付与が求められます。

　賃金計算や処理の方

法によっては、会社が賃

金として支払ったお金

が、公共事業労務費調

査では賃金として認め

られない場合があるこ

とにご注意ください。 大雨 大雪 強風

雨天休業、有給休暇の処理を適切に行いましょう

有給休暇
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有給休暇を取得した場合
漏れなく記入していますか？
取得した有給休暇を漏れなく記入しなければ
公共工事設計労務単価を下げることになります。

※有給休暇は適切に管理してください。

　労働基準法が改正され、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者（管理監督者を含む）に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については取得させることが義務付け
られました。

確 認 年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定し
て取得させる場合は、「就業規則」の変更が必要になります。

要注意 年次有給休暇の取得義務の対象となる労働者がいる場合は、「様式
−3　公共事業労務費調査・年計表（労働日数・臨時の給与）」の提出
が必要になります。

注 意 年間の有給休暇の取得状況を把握するための記入欄を設けていま
すので注意してください。

　年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年10日以上の年次有給
休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得
させることが必要です（※）。
※年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

労働者

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者

労働者の申出による取得（原則）

「○月×日に
休みます」 労働者

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

使用者

使用者の時季指定による取得

「○月×日に休んで
ください」

（例）4／1入社の場合 10日付与（基準日）

4／1
入社

9／304／110／1

10／1～翌9／30までの1年間に
5日取得時季を指定しなければならない。

◦使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
◦使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。！

Q.1  有給休暇は、調査に影響ありますか？
A.�有給休暇は調査に大きく影響しますので、間違いなく記入してください。

なお、有給休暇の買い上げは、退職時に未消化である日数の買い上げ等の例外を除いては、法律で認め
られていませんので注意してください。

※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署では、
　10月は、「年次有給休暇取得促進期間」にしています。
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Q.2  有給休暇を半日（時間単位で）とった場合は� どのように処理すればよいのですか？

　ただし、時間数は労働時間欄の所定内には加えないで、有給休暇時間数に記入してください。
労働日数から除けるのは、1日フルに休暇をとった日のみです。又、例①として悪天候で作業を中
止しても1日分の賃金を支払う場合があります。支払う賃金が変わらないため、通常の賃金計算
を行うケースが多く見られます。しかし、『悪天候などの不可抗力による休業に対する基準内手
当』として正しい賃金計算を行うことで大幅な単価上昇に寄与することができます。
例②の処理を行うことで単価が2,440円上昇します。

A.��調査票「様式−1」の労働日数欄の有給休暇日数には加えないで所定内日
数に加えてください。

例①
雨天半日が2回あったが通常の賃金計算を行った場合。

例②
雨天半日が2回あり、かつ、労働者から1日分の有給休暇申請により付与、さら
に半日の有給休暇を計上した場合。

日 曜日 所定労働時間 日　　給
1 月 8 20,000
2 火 8 20,000
3 水 8 20,000
4 木 8 20,000
5 金 8 20,000
6 土 0 0
7 日 0 0
8 月 8 20,000
9 火 8 20,000
10 水 8 20,000

17 水 0
18 木 8 20,000
19 金 8 20,000
20 土 0 0
21 日 0 0
22 月 8 20,000
23 火 8 20,000
24 水 8 20,000
25 木 8 20,000
26 金 4 20,000
27 土 0 0
28 日 0 0
29 月 8 20,000
30 火 8 20,000
31 水 8 20,000

合計 172 430,000

時　　給 2,500 日　　給 20,000

基準内手当 0 有給休暇 0
調査単価 20,000

【計算式】
基本給：基本日額20,000円
　　　 （430,000円÷172H×8H＝20,000円）

日 曜日 所定労働時間 日　　給 基準内手当 有給休暇
1 月 8 20,000
2 火 8 20,000
3 水 8 20,000
4 木 4（雨天半日） 10,000 10,000
5 金 8 20,000
6 土 0 0
7 日 0 0
8 月 8 20,000
9 火 4（雨天半日） 10,000 10,000

10 水 8 20,000

17 水 有給休暇 0 20,000
18 木 8 20,000
19 金 8 20,000
20 土 0 0
21 日 0 0
22 月 8 20,000
23 火 8 20,000
24 水 8 20,000
25 木 8 20,000
26 金 4（半日有給休暇） 10,000 10,000
27 土 0 0
28 日 0 0
29 月 8 20,000
30 火 8 20,000
31 水 8 20,000

合計 164 410,000 20,000 30,000

時　　給 2,500 日　　給 20,000

基準内手当 20,000 有給休暇 30,000
調査単価 22,440

【計算式】
基本給：基本日額20,000円（410,000円÷164H×8H＝20,000円）
基準内・有給手当＝（20,000円＋30,000円）÷164H×8H≒2,440円
調査単価＝20,000円（日給）＋2,440円（基準内・有給手当）＝22,440円

公共工事設計労務単価＝①基本給相当額＋②基準内手当＋③臨時の給与＋④実物給与

【①＋②は、所定労働時間内8時間当たり】

＊ 平成22年4月から有給休暇の時間単位取得が可能となりました。
　 この制度を利用した半日等の有給休暇取得者についても正しい処理を行うことで、大幅に単価が上昇することになります。
＊ 期間雇用従業員の有給休暇取得については、雇入後6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に与えることと

されていますが、前倒し付与を行うと10月調査に反映されることになります。

調
査
票
に
記
入
す
る
場
合
、基
本
給
に
含
め
て
く
だ
さ
い
。

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

〈労使協定で定める事項〉

①�時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外とする場合に

は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
②�時間単位年休の日数
　  1日5日以内の範囲で定めてください。

③�時間単位年休1日分の時間数
　  1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するか定めてくだ

さい。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
（例）所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。
④�1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  2時間単位など1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を定めて

ください。
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就業規則を定め実際の労働時間を
記入していますか？
実際に働いた時間を記入しなければ、公共工事設計労務単価を
下げる原因になります。

就労実態に合わせた労働時間管理・賃金管理をしましょう
●�就業規則の作成整備！

●�週40時間以内で！

●�賃金台帳は必ず整備！

実際の労働形態を考慮して就業規則を定め、実際の労働時間を
記入すると適正に公共工事設計労務単価に反映されます。

　下表は、3種類の所定労働時間について、賃金日額をいくらに設定すれば公共工事設計労務単価と同じ水

準になるかを示したものです。

職　　種
令和6年度

公共工事設計労務費単価
（8時間当たり）

所定労働時間

6時間 7時間 7時間30分

特 殊 作 業 員 23,600 17,700 20,650 22,125

普 通 作 業 員 20,000 15,000 17,500 18,750

軽 作 業 員 17,500 13,125 15,313 16,407

と び 工 27,700 20.775 24,238 25,969

鉄 筋 工 27,300 20,475 23,888 25,594

運 転 手（ 特 殊 ） 24,900 18,675 21,788 23,344

運 転 手（ 一 般 ） 20,700 15,525 18,113 19,407

型 枠 工 26,400 19,800 23,100 24.750

大 工 28,100 21,075 24,588 26,344

左 官 28,300 21,225 24,763 26,532

交 通 誘 導 員 A 16,900 12,675 14,788 15,844

交 通 誘 導 員 B 14,000 10,500 12,250 13,125

就労実態に合った就業規則を定め
規則に合致した賃金管理を行うことが重要です。
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様式−1
公共事業労務費調査・賃金調査票

「労働日数・労働時間数」

◦労働条件通知書
◦就業規則

就業規則、労働契約は就労実態に合わせましょう
　ほとんどの建設現場では、昼休みの1時間休憩と、午前・午後に各々15分程度の休憩時間を設けて作業が進めら
れています。
　この休憩時間を無視して賃金の計算をすると、支払った賃金が公共事業労務費調査に正しく反映されません。
　午前と午後の休憩が暗黙のルールとなっている場合には、就業規則、労働契約に午前と午後の休憩時間を定める
ことで労働時間から除外すれば、1日の所定労働時間が減るので、基本賃金を下げない限り8時間当たりの単価は
上昇することになります。
　就業規則、労働契約等を実際の就労実態に合わせ、労働基準法に合致した賃金計算の規定を作成して運用するこ
とで、実際に支払った賃金が公共事業労務費調査に正しく反映されます。
　正しい賃金計算を行えば、会社の負担を上げず、労働者の賃金を下げずに、正しい公共工事設計労務単価が計算さ
れることになります。
　正しい就業規則は、会社のため・働く人のために重要なツールです。

法定労働時間や36協定、休憩や休日、有給休暇など、様々に関連する労働基準法を把握して自
社の就労実態に合わせた就業規則の整備、所定労働時間の設定や賃金の計算について正しい
知識と管理が必要です。

※整合性はありますか？ ※就労実態に合っていますか？

労働条件明示の制度改正のポイント（令和6年4月から）
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

明示のタイミング 新しく追加される明示事項

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時

1．就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

無期転換ルール※に基づく
無期転換申込権が発生する

契約の更新時

3．無期転換申込機会

4．無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算５年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換する制度です。

詳しい情報や相談先はこちら

• 改正事項の詳細を知りたい → 厚生労働省ウェブサイト（①）

• 無期転換の取り組み事例や参考となる資料がほしい → 無期転換ポータルサイト（②）

• 今回の制度改正や労働条件明示、労働契約に関する民事上の紛争について

→ 都道府県労働局/監督課、雇用環境・均等部（室）、全国の労働基準監督署（③）

② ③①

出典　厚生労働省リーフレット抜粋
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7 8 9 10 11 12

様式－１ 公共事業労務費調査・賃金調査票 調査対象月

【令和５年１０月調査】
← １０月または９月

↑ 月

← 御社の賃金計算期間 26 27 28 調査対象月を入力

月 日 まで 2 3 2 6 1

↑様式-3から転記

4 5 6

↑ ２回ある場合は２段書き

1 13 14 15 16 17 18 19 20 号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2 0 0 1 2 3 2 8
↑ 元請・下請の次数を記入 建設業許可番号を記入 ↑ ↑許可番号は右づめでお願いします ↑ 手引きP.45のコードを入力

労働日数 労働時間数 賃金（通貨によるもの） 法定福利費控除額　（　被保険者（本人）負担額　）

所定
内

有給
休暇

所定内 時間外 休日 基本給 出来高給 雇用保険
健康保険

（介護保険料含む）
年金保険

（基金含む）

十 歳 十 年 十 日 十 日 百 十 時間 百 十 時間 百 十 時間 百 十 時間 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 百 十 日 十 日 百 十 日 万 千 百 十 円
種

別
千 百 十 円

種

別
万 千 百 十 円

種

別
万 千 百 十 円

↓ 労働者のイニシャルを記入 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

(1 7 3 3)

1 6 0 0

※書類等の不備状況 ※ 備　　考 ○所定労働日数：　　　日/月　　○所定労働時間：　　　時間　　　分／日　　○就労形態：　　　　　週　　　　　休制　　○変形労働時間制：1年間　・(          )ヶ月→計算式は欄外へ記載　　○有給制度：　有　・　無 ※調査員氏名

（注） １．※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

２．本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

３．本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

※　公共事業労務費調査の詳細な流れ等については「公共事業労務費調査の手引き」等を適宜参照いただくよう、お願いします。

５５．．調調査査票票記記入入時時のの早早見見表表（（様様式式－－１１））

※
調査
方式

※
CCUS
工事

※

見積り尊

重工事

10調査対象月 10 月

賃金支払事業主

名 称

工事名
※

適用
単価

※
週休２日

種類

※
週休２日
発注方式

雇用保険 健康保険 厚生年金

21 22 23

事業所の社会保険加入状況 年間所定
労働日数

賃金計算
期　　　間

9 月 21 日 から
住所

法定福利費の内訳明示

請負代金内訳書

25

2

工事請負者名（元請）

金
額

所
管

工種
番号

枝
番

工 事 番 号

Ｔ Ｅ Ｌ

発 注 機 関
名 称 記入不要 調査票作成者氏名

1 1 1

上記期間の
賃金支払日

10 月 23 日

10 20
※
発
注
機
関

　
 

記
入
欄

工 事 施 工 地 名
及びコード番号 記入不要 都　道

府　県

見積書

24

調査対象工事の名称

元請会社の名称

御社の名称

番号 イニシャル 番号

就
労
形
態

番号 総枚数

2 1 1

調査票
様式－１

元 請 ・ 下 請
の 別

　0：元請
　1～9：1～9次下請

立 会 者
氏 名 記入不要 賃金支払事業主

建設業許可番号
国土交通大臣
　　　　 知事

41

会社
番号

事業所
規模

法人・
個人

前回
対象

※
整
理
番
号

 
等
記
入
欄

誘導員

配置

義務

42 43 44

※
整
理
番
号

　
等
記
入
欄

性
別

臨時の給与
（インフレ手当）の

年　　　　　　　　　　　 計

1 NI
（日給制の場合）

基本日額 実物給与 ※チェック用Ａ 割増の対象として
    いる基準内手当（ａ）

Ｂ　割増の対象として
　   いない基準内手当(b)

臨時の給与（賞与等）の
年　　　　　　　　　　　 計

所定内 有給休暇

給
与
形
態

在
留
資
格

職種
番号

年齢
経験
年数

有給休暇
時間数

1 9 1 1 50 1 3 5 81 5 2 0 8 0 1 6 1 08 02 0 1 5 01 0 3 50 00 3 2 2 0 0 0 0 0 2 39 0 0 3 55 0 0 3 6 5 0 0 0 0 8 12 9 0 0 0 00 2 3 97 6 0

2 5 3 0 1 42 GJ
（月給制の場合）

7 00 0 1 3

1 0 02 1 4 4 04 0 1 2 1 8 3 4 0 0 0 0- - - - -8 0 1 6 0 0 3 0 4 00 7 6 9 0 9 00 0 2 3 50 8 5 0 0 5 0 0 0 0 1 4 5 9 7 80 0 0 0 0 00 1 2 6 9 3

1 0 2 0 02 0 1 9 4 53 DS
（出来高給制の場合）

3 5 0 0 - -2 0 8 01 6 0 0 1 6 0 0 0 0- - - - 6- - - - - - 02 0 0 0 00 0 03 8 0 4 3 26 6 0 0 32 4 1 4 0

4 6 4 04 HS
（変形労働時間制（年単位）の場合）

0 0 0 07 0 0 0

0 0 0 02 0 0 11 0 4 0 1 6 0 0 0 0- - - 4 20 0 - - 2 0 0 0 05 0 0 0 00 5 0 06

5 HG
（変形労働時間制（月単位）の場合）

8 5 8 00 0 0 0 1 42 7 2 7 0 0

0 9 5 3 2 55 7 3 0

0 32 5 3 4 08 5 0 0 0 0

0 00 0 0 02 0 1 1 6 0 0- 2 3 5 08 0 - - - - 0 0 0 8 95 0 0 1 10 5 9 6 5 0 0 7 80 1 86 5 05 0 0 0 2 55 0 0 0 0

6

5 00 5 1 2 7 49 8 1 1

6

7 7

8 8

99

1 0

1 1

1

雇
用
保
険
の
被
保
険
者

（
本
人

）
負
担
額
を
入
力
す
る

。

当
て
は
ま
る
番
号
を
記
入
す
る

。

健
康
保
険
の
被
保
険
者

（
本
人

）
負
担
額
を
入
力
す
る

。

4
0
歳
以
上
6
5
歳
未
満
の
場
合
は

、
介
護
保
険
料
を
含
め
た
額
を
記

入
す
る

。
国
民
健
康
保
険
の
労
働
者
個
人
の
支
払
い
額
が
不
明
な
場
合

は
「

0
0
0
0
1

」
、
未
加
入
の
場
合
は
「

0
0
0
0
0

」
を
記
入
す

る

。

当
て
は
ま
る
番
号
を
記
入
す
る

。

年
金
保
険
の
被
保
険
者

（
本
人

）
負
担
額
を
入
力
す
る

。

年
金
基
金
の
掛
金
を
含
め
た
額
を
記
入
す
る

。

国
民
年
金
の
労
働
者
個
人
の
支
払
い
額
が
不
明
な
場
合
は

「

0
0
0
0
1

」
、
未
加
入
の
場
合
は
「

0
0
0
0
0

」
を
記
入
す

る

。

記
入
し
た
職
種
で
の
経
験
年
数

、
他
の
会
社
で
の
経
験
年
数
も
含
む

。

●
日
給
制
・
出
来
高
給
制
：
所
定
労
働
日
の
う
ち

、
実
際
に
働
い
た
日

数●
月
給
制
：
所
定
労
働
日
数
か
ら
有
給
休
暇
日
数
及
び
欠
勤
日
を
引
い

た
日
数

所
定
労
働
時
間
フ
ル
に
休
暇
を
と

っ
た
日
数

●
日
給
制
・
出
来
高
給
制
：
所
定
労
働
時
間
の
う
ち
実
際
に
働
い
た
時

間
の
合
計

●
月
給
制
：
所
定
労
働
時
間
の
合
計
か
ら
有
給
休
暇
時
間
及
び
欠
勤
時

間
の
合
計
を
引
い
た
時
間

●
変
形
労
働
時
間
制
：
変
形
の
算
定
期
間
に
お
け
る
１

ヶ
月
当
た
り
の

平
均
労
働
時
間
数
を

（
）
で
二
段
書
き

所
定
労
働
時
間
外
に
労
働
し
た
時
間

。
深
夜
労
働
時
間
を
含
む

。

1

1 1
賃金を経費込みで受け取っ
ている場合、賃金と経費を
分けてください。
記入の際、一人親方は、個
別に調査票を作成する。

年金受給に伴い、日当たり
賃金を調整している労働者
は対象外

1 2

様
式

‐
2
か
ら
転
記
「

内
　
基
準
内
手
当
の
計

(

ｂ

)

」

様
式

‐
3
か
ら
転
記

、
臨
時
の
給
与
が
な
い
場
合
は
0
を
記
入
す
る

。

様
式

‐
3
か
ら
転
記
「

労
働
日
数
年
計

」
。

令
和
４
年
1
1
月
～

令
和
５
年
１
０
月
の
間
に
取
得
し
た
有
給
休
暇
日

数
を
記
入
す
る

。
有
給
取
得
義
務
の
対
象
と
な
ら
な
い
労
働
者
は

「

9
9
.
9

」
を
記
入
す
る

。

通
勤
用
定
期
券
・
回
数
券

、
食
事
の
支
給

、
住
宅
の
貸
与
等

、
通
貨
以

外
の
も
の
で
賃
金
と
し
て
支
給
し
た
も
の
の
1

ヶ
月
あ
た
り
の
額
を
記

入
す
る

。

休
日
の
労
働
に
対
し
て
支
給
し
た
部
分
は
除
い
て
記
入
す
る

。

当
て
は
ま
る
番
号
を
記
入
す
る

。

休
日
に
労
働
し
た
時
間

。
時
間
外
労
働

、
深
夜
労
働
時
間
を
含
む

。

合
計
時
間
に
端
数
が
あ
る
場
合
は

、
小
数
点
第
2
位
を
四
捨
五
入

日
給
制

、
日
給
制
と
出
来
高
給
制
併
用
の
労
働
者
の
み
記
入

。
月
給

制
・
出
来
高
給
制
の
場
合
は
横
線
を
引
く

。

●
日
給
制
：
左
に
記
入
し
た
所
定
内
労
働
時
間
数
＋
有
給
休
暇
時
間
数

の
基
本
日
額
＋
有
給
休
暇
手
当

●
出
来
高
給
制
：
横
線
を
引
く

●
日
給
制
・
出
来
高
給
制
併
用
：
左
に
記
入
し
た
所
定
内
労
働
時
間
数

＋
有
給
休
暇
時
間
数
の
う
ち

、
日
給
制
で
整
理
さ
れ
た
時
間
で
支
払
わ

れ
た
賃
金

●
月
給
制
：
基
本
給

(

定
額

)

。
欠
勤

、
悪
天
候
等
に
よ
る
不
就
労
の

た
め
減
給
さ
れ
た
場
合
は

、
減
給
さ
れ
た
後
の
金
額
を
記
入

。

0
当
て
は
ま
る
コ
ー

ド
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

当
て
は
ま
る
コ
ー

ド
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

電
工

、
運
転
手

（
特
殊
・
一
般

）
、
潜
水
士

、
交
通
誘
導
警
備
員
Ａ

は

、
免
許
証
・
資
格
証
の
写
し
が
必
要
で
す

。

1

1 3 1 3

2

1 5 1 5

41 4

1 7

労働者が21人以上いる場
合は、2枚目に記入し、番号
を21番から振ってください。

1

1 61 6 ←10の位の番号を記入→

●
日
給
制
：
0
を
記
入

●
出
来
高
給
制
：
左
に
記
入
し
た
所
定
内
労
働
時
間
数
＋
有
給
休
暇
時

間
数
の
出
来
高
給
＋
有
給
休
暇
手
当

●
日
給
制
・
出
来
高
給
制
併
用
：
左
に
記
入
し
た
所
定
内
労
働
時
間
数

＋
有
給
休
暇
時
間
数
の
う
ち

、
出
来
高
給
制
で
整
理
さ
れ
た
時
間
で
支

払
わ
れ
た
賃
金

●
月
給
制
：
0
を
記
入

1 9 1

1 8 1 8

7

2 0

0

9

様
式

‐
2
か
ら
転
記
「

内
　
基
準
内
手
当
の
計

(

a

)

」

1
0
月
1
日
現
在
の
満
年
齢

公公共共事事業業労労務務費費調調査査のの手手引引きき（（簡簡易易版版））　　

2

調査票への記入事項の根拠と
なる資料がありませんでした。

所定労働時間が40時間以内で
あることの確認が出来ませんで
した。

2 0

0

5

1

2

2

3

インフレ手当（月額）

6 5 0 0

6 5 0 0

0

0 0 0 0

御社の所在地

電話番号

〒○○○-○○○○

調査票作成者の氏名

許可（特-20）第

令
和
４
年
1
1
月
～

令
和
５
年
１
０
月
の
間
に
取
得
し
た
育
児
休
業
取

得
日
数
を
記
入
す
る

。
育
児
休
業
に
該
当
し
な
い

、
又
は
取
得
を
し
て

い
な
い
場
合
に
は
「

０

」
を
記
入
す
る

。

様
式

‐
3
の
「

臨
時
の
給
与

」
内
の
イ
ン
フ
レ
手
当
の
合
計
の
値
を
記

入

、
様
式

‐
3
に
イ
ン
フ
レ
手
当
が
な
い
場
合
は
0
を
記
入
す
る

。

様
式

‐
2
の
イ
ン
フ
レ
手
当

（
月
額

）
の
合
計
の
値
を
記
入

、

イ
ン
フ
レ
手
当

（
月
額

）
が
な
い
場
合
は
0
を
記
入
す
る

。

当
て
は
ま
る
コ
ー

ド
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

年間労働日数

育児休業
取得日数

0

1 4

0

0

※ 工事番号

＜様式－１＞

※ 発注機関名称

手引きP.44参照

手引きP.44～45参照

手引きP46～47参照 手引きP.50参照 手引きP.51参照 手引きP.53参照 手引きP.53参照

必必ずず提提出出

印印刷刷ははAA33ササイイズズ

手引きP.48参照

３３

※ 手引きP.62,63 参照

手引きP.49参照

A.��調査対象会社の1日当たりの所定内労働時間、休日等を確認するために必
要です。

A.��建設業では、工程や悪天候等により就業時間を8時間として取り扱うケース
が多く見られます。

　�実際に働いた時間数を調査票に記入してください。

※ 変形労働時間制を採用している職場では、労働時間制のカレンダーを確認資料として提出し
なければなりません。

主な棄却理由
A：調査票への記入事項の根拠となる諸資料の提示がない。
B： 賃金台帳等に賃金の受領を証する押印（又は本人のサイン）がない。
C： 就業規則等で定めている所定労働時間が、法定労働時間（週40時間）以内であることの確認

ができない。

棄却理由A 棄却理由B 棄却理由C その他 有効標本

北海道 7.7％ 0.0％   7.3％ 1.2％ 83.7％

全　国 7.0％ 0.0％ 11.7％ 1.6％ 79.7％

様式−1　公共事業労務費調査・賃金調査票

※�賃金台帳や出勤簿には8時間で処理をしていても、「作業日報」等で実際に働いた時間を証明でき
るようにしてください。
※�工程や悪天候の適正処理で、公共工事設計労務単価は上昇します！

調査票には、所定労働時間の内、実際に働いた時間を記入してください。

どんなに高い賃金を支払われても

就業規則に定める所定労働時間が法定の週40時間以内で
あることが確認できないと無効標本になります。

Q.1 なぜ、就業規則や雇用契約書（雇入通知書、労働条件通知書）が
� 必要なのですか？

Q.2
所定労働時間の就労をしなくても1日分の賃金を支払う場合が
あります。
どのように処理すればいいでしょうか？



─28─

A.��以下の4ヶ所の抜粋で問題ありません。

◦表紙【会社名が記載されている場所】
◦勤務【労働時間・休憩時間・休日が分かる箇所】
◦休暇【有給休暇が分かる箇所】
◦賃金【 基本給、手当、割増賃金、給与の差引、実物給与、臨時の給与が分かる箇所】

【資料の不備について】
資料に不備がある場合、正確な審査ができませんので、資料の再送付をお願いされることがあ
ります。

Q.3  就業規則は冊のままで提出しなければなりませんか？

提出する就業規則のモデルを抜粋したものです。
� （厚生労働省労働基準局監督課：モデル就業規則）
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第第４４章章    労労働働時時間間、、休休憩憩及及びび休休日日    
 

１ 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりま

す。 

２ 労基法第３２条第１項において、１週間の労働時間の上限は４０時間と定められてい

ます。ただし、特例措置として、商業（労基法別表第１第８号）、映画の製作の事業を除

く映画・演劇業（同第１０号）、保健衛生業（同第１３号）、接客娯楽業（同第１４号）

の事業であって、労働者数１０人未満の事業場（以下「特例措置対象事業場」といいま

す。）は、１週４４時間まで働かせることが認められています（労基法第４０条、労基則

第２５条の２）。 

また、労基法第３２条第２項において、１日の労働時間の上限は８時間と定められて

います。 

３ 休憩時間については、１日の労働時間が６時間を超える場合には少なくとも４５分、

８時間を超える場合には少なくとも１時間の休憩時間を与えなければなりません（労基

法第３４条）。 

４ 休日については、毎週少なくとも１回又は４週間を通じ４日以上与えなければなりま

せん（労基法第３５条）。 

５ 上記２から４までの労基法の規定に適合する労働条件とするためには、①週休２日制

とする、②週休１日制で１日の所定労働時間を短く設定する、③変形労働時間制（１か

月単位、１年単位等）を導入する等の方法がありますので、それぞれの事業場の実情に

応じて、下記の規程例を参考に就業規則を作成してください。 

 

 

 

［［例例１１］］  完完全全週週休休２２日日制制をを採採用用すするる場場合合のの規規程程例例  

 

１日の労働時間を８時間とし、完全週休２日制を採用する場合の規程例です。  

 

((労労働働時時間間及及びび休休憩憩時時間間))    

第第１１９９条条    労働時間は、１週間については４０時間、１日については８時間とする。 
２ 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他

やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、   

前日までに労働者に通知する。 
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① 一般勤務 

始業・終業時刻 休憩時間 

始業  午前  時  分 
  時  分から  時  分まで 

終業  午後  時  分 

 

② 交替勤務 

 （イ）１番（日勤） 

始業・終業時刻 休憩時間 

始業  午前  時  分 
  時  分から  時  分まで 

終業  午後  時  分 

 

（ロ）２番（準夜勤） 

始業・終業時刻 休憩時間 

始業  午前  時  分 
  時  分から  時  分まで 

終業  午後  時  分 

 

（ハ）３番（夜勤） 

始業・終業時刻 休憩時間 

始業  午前  時  分 
  時  分から  時  分まで 

終業  午後  時  分 

 

３ 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の   日

までに各労働者に通知する。 

４ 交替勤務における就業番は原則として   日ごとに   番を   番に、 

   番を   番に、   番を   番に転換する。 

５ 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則とし

て休日又は非番明けに行うものとし、前月の   日前までに    が労働者に通

知する。 

 

【【第第１１９９条条    労労働働時時間間及及びび休休憩憩時時間間】】 
１ 始業及び終業の時刻、休憩時間は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。

また、交替勤務をとる場合は、勤務形態ごとの始業・終業時刻及び休憩時間を規定する

とともに、就業番の転換についても就業規則に規定してください。 

２ 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規

程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表と

の書面による協定（以下「労使協定」といいます。）を結ぶことにより交替で与えること
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ができます（労基法第３４条第２項）。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及

び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません（労

基則第１５条）。 

また、一斉休憩付与に対する例外として、労基法第４０条に基づき、労基則第３１条

において、運輸交通業（労基法別表第１第４号）、商業（同第８号）、金融・広告業（同

第９号）、映画・演劇業（同第１０号）、通信業（同第１１号）、保健衛生業（同第１３号）、

接客娯楽業（同第１４号）及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい

旨が定められています。 

労使協定の労働者代表については、本規程例第２１条の解説を参照してください。 

３ 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。使用者の指示があった場

合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されて

いない状態で待機等している時間（いわゆる「手待ち時間」）については労働時間に当た

り休憩時間ではありませんので注意してください。 

 

 

 

（（休休日日））  

第第２２００条条    休日は、次のとおりとする。 
① 土曜日及び日曜日 

② 国民の祝日（日曜日と重なったときは翌日） 

③ 年末年始（１２月  日～１月  日） 

④ 夏季休日（  月  日～  月  日） 

⑤ その他会社が指定する日 

２ 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振

り替えることがある。 

 

【【第第２２００条条    休休日日】】 
１ 労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定し

ていません。１週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日

としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日

に交替で休日を与えることもできます。  

２ 休日は、原則として暦日（午前０時から午後１２時までの継続２４時間をいう。）で与

えなければなりません。しかし、番方編成による交替制（８時間３交替勤務のような場

合をいう。）を導入するような場合、以下の要件を満たせば休日は暦日ではなく、継続し

た２４時間を与えれば差し支えないとされています（昭和６３年３月１４日付け基発１

５０号）。 
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第第５５章章  休休暇暇等等    
 

年次有給休暇等法定の休暇のみならず、会社で設けている休暇については就業規則に必

ず定めることが必要です。  
  

（（年年次次有有給給休休暇暇））  

第第２２３３条条    採用日から６か月間継続勤務し、所定労働日の８割以上出勤した労働者に対

しては、１０日の年次有給休暇を与える。その後１年間継続勤務するごとに、当該１

年間において所定労働日の８割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続

期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 
 

勤続期間 6 か月 
１年    

6 か月 

2 年  

6 か月 

3 年 

6 か月 

4 年 

6 か月 

5 年  

6 か月 

6 年 

6 か月以上 

付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日 

 

２ 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間３０時間未満であり、かつ、週所定労働

日数が４日以下（週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間

所定労働日数が２１６日以下）の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及

び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

 

週所定

労働

日数 

1 年間の 

所定労働日数 

勤    続    期    間 

6か月 
1 年 

6か月 

2 年 

6か月 

3 年 

6か月 

4 年 

6か月 

5 年 

6か月 

6 年 

6 か月 

以上 

4 日 169 日～216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 

3 日 121 日～168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 

2 日 73 日～120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 

1 日 48 日～72日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 

 

３ 第１項又は第２項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させ

る。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な

運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。 

４ 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有す

る年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取

得させることがある。 
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第第６６章章    賃賃金金    
 

本規程例と異なり、賃金に関する事項については、就業規則本体とは別に定めることも

できます。その場合、別に定めた規程も就業規則の一部になりますので、所轄労働基準監

督署長への届出が必要となります。 

  

（（賃賃金金のの構構成成））  

第第３３３３条条    賃金の構成は、次のとおりとする。 
 

   

        基本給 

               家族手当 

               通勤手当 

賃金      手 当     役付手当 

               技能・資格手当 

               精勤手当 

               時間外労働割増賃金 

         割増賃金   休日労働割増賃金 

              深夜労働割増賃金  

  

【【第第３３３３条条    賃賃金金のの構構成成】】 
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事

項は、就業規則の絶対的記載事項に当たります。（労基法第８９条）。 

 

 

 

（（基基本本給給））  

第第３３４４条条    基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決

定する。 

 

【【第第３３４４条条    基基本本給給】】 
１ 基本給は、職務内容や職務遂行能力等の職務に関する要素や勤続年数、年齢、資格、

学歴等の属人的な要素等を考慮して、各事業場において公正に決めることが大切です。 

２ 基本給には、月給（１か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの）、日
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基本給・手当等の規定

勤務時間
休憩時間
がわかる
規則例

　休日が
　わかる
　規則例

有給休暇が
わかる
規則例

賃金の内容
がわかる
規則例
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職種を正しく理解し
分類していますか？

●�会社で使用している名称にとらわれずに職種を分類してください。
　例えば、軽作業員とするべきところを採用時の職名にこだわって「鉄筋工」や「型枠工」と調査票に記入していま

せんか。

　職種に対応した技能を有しているかどうかを客観的に見極めてください。

　いろいろな職種を兼務していても、どの作業を中心に働いているのかなど総合的に判断することが必要です。

※�単価の低い職種の人を単価の高い職種に誤って含めると、その職種の公共工事設計労務単
価を下げる原因になります。

●�複数職種を兼務している場合の判定
①技能労働者と作業員を兼務した場合には、技能労働者に区分します。

②主に従事したと認められる作業内容に従事した日数がより長い職種に区分します。

例①運転手(特殊)が普通作業員の仕事をした場合でも、運転手(特殊)に分類します。
例② 運転手(特殊)が運転手(一般)の仕事をした場合には、従事日数が長い職種に区分します。

●�ご存知ですか
　例えば型枠組立作業の標準的な歩掛り※1は、世話役0.3人に型枠工1.5人、普通作業員1人となっています。
　型枠組立作業に従事する者を全て型枠工に区分すると、型枠工の公共工事設計労務単価を押し下げる要因
になります。
　こうした歩掛は、技能職種が行うほぼ全ての作業に用いられていますので、従事している作業名や社内で使
われている職種名を、調査票に単純に記載することは最も避けなければなりません。
※1 一般型枠　鉄筋・無筋構造物　10㎡当りにて算出

標準的な職種 土木一般世話役 型枠工 普通作業員

その職種、
本当に正しい
ですか？

標準的な歩掛※1 0.3人 1.5人 1人

支払った給与 26,900円 26,400円 20,000円

○ 正しい職種判定をした場合の型枠工の単価 26,400円

×
型枠組立作業従事者全員型枠工とした場合の単価

（26,900×0.3＋26,400×1.5＋20,000×1.0）÷2.8＝24,168
24,168円

×の例では、正しい職種判定をしないために、型枠工の単価を2,232円も下げてしまいます。

職種判定は、公共事業労務費調査の最重要ポイントです。
調査対象者の中に含まれる技能や経験の不足している労働者、極端な
若・高年齢者などは、実際の仕事に見合った職種の取扱いをしてください。
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　ただし、次のような例外があります。
①  世話役・一般技能労働者の職種に従事した者が、特殊作業員の作業をした場合でも特殊作

業員には分類しないで、世話役又は一般技能労働者に分類します。
② 圧気シールド内で1日でも作業した場合は、潜かん工又は潜かん世話役になります。
③ 設備機械工の作業を行った場合は、付随して配管業務に従事しても設備機械工になります。

※職種の分類方法は、公共事業労務費調査の手引き「職種の分類」を参考に判断してください。

Q.1  職種分類の基本的考え方を教えてください。
A.�原則として、調査対象工事の調査月において主として従事した職種に分類します。

Q.3   主に人力で掘削道具（シャベル等）を使用して掘削作業をした場合の職種は？

　日常的に作業をしている場合は、普通作業員の職種の定義に該当します。
　ただし、たまたま1～2回作業をした場合は該当しないと思われますが、他の作業との組み合わ
せを見て判断する必要があります。
◦普通の技能及び肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業をおこなうもの
　（人力による土砂等の掘削・積み込み・運搬・敷均し等）
　　  ※ただし工事期間中に主として人力による簡易な作業を行う場合は、軽作業員です。

A.�普通作業員です。

※公共事業労務費調査の手引き「職種の定義」を参照してください。

Q.2  採用時の職種が調査時の職種と違うのですが？

　会社で使用している職種名にとらわれずに調査では実際の作業内容等で判断してください。

A.�違っていてもかまいません。

雇入れ時
《型枠工》

実際の作業
《普通作業員》

違っていても
かまいません
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（例：鉄筋工）
《補助作業者の例：普通作業員もしくは軽作業員に分類》
鉄筋工の指示に従い鉄筋加工組立について、次の単位作業に従事する場合
① 鉄筋の切断、結束
② 鉄筋の運搬
③ 組立作業の補助

※�自己の判断で作業を進めることができる人は技能職種に該当しますが職長などの指示で仕
事を進める人は普通作業員又は軽作業員となります。

Q.4  技能職種の補助作業とは、どのような場合に該当しますか？
A.��技能職種と技能職種の補助作業は同じ作業をしているケースが多く、区別
することは難しい面がありますが、次の例を参考に判断してください。

●�技能、免許等が必要と定義されている職種

⑴　「相当程度の技能」が必要と定義されている職種
　　 特殊作業員、造園工、法面工、とび工、石工、ブロック工、電工、鉄筋工、鉄骨工、塗装工、溶接工、運転手（特

殊）、潜かん工、さく岩工、トンネル特殊工、橋りょう特殊工、橋りょう塗装工、山林砂防工、軌道工、型枠工
大工、左官、配管工、はつり工、防水工、板金工、タイル工、サッシ工、屋根ふき工、内装工、ガラス工、建具
工、ダクト工、保温工、建築ブロック工、設備機械工

⑵　「相当程度の技術」が必要と定義されている職種
　　 潜かん世話役、トンネル世話役、橋りょう世話役、土木一般世話役

⑶　「免許等」が必要と定義されている職種
　　電工、運転手（特殊）、運転手（一般）、潜水士、交通誘導警備員A

⑷　「普通の技能」が必要と定義されている職種
　　普通作業員、トンネル作業員

Q.5  クレーンをオペレーター付きで借りた場合� クレーンの運転手は、調査該当職種に該当しますか？

　クレーンはオペレーター付き賃料で積算されています。

A.�該当しません。

Q.6  工事期間中にもっぱら建物内の清掃を行う作業の職種は？
A.�主として人力による軽易な作業を行う場合は、軽作業員です。
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●�鉄筋組立工事の職種の分類例

作業指示は
私が出します

（鉄筋工）

《 鉄筋工 》
作業指示を出せる人

僕は鉄筋を
運びます

（普通作業員）

《普通作業員》
材料の運搬や、手渡し
作業をする人

この部分は
寸法は15cmだな

（鉄筋工）

《 鉄筋工 》
加工図を見て鉄筋加工
作業ができる人 鉄筋の結束を

主にやってます
（普通作業員）

《普通作業員》
職長の指示で、主に結
束作業を行う人

私は現場内の
片づけと清掃

（軽作業員）

《軽作業員》
後片付けや清掃作業
を行う人

図面は見れないが
組立てができます

（普通作業員）

《普通作業員》
図面を読めないが組立
作業に従事する人

　鉄筋工定義： 鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における
鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行うもの

　鉄筋の加工組立について相当程度とは、鉄筋施工技能士1・2級、登録鉄筋基幹技能者（旧制
度基幹技能者を含む）鉄筋に関連する技能士、民間資格、施工管理技士の資格を有している者又
は、経験年数で一概に規定することはできませんが、図面を見ることができたり、一人で段取りか
ら製作・組立等までできる労働者・作業員を「相当程度の技能」として位置付けてください。
　自分の考えで仕事を進められなかったり、自分で正否を判定できず補助的作業を行う者は普
通作業員又は軽作業員になります。
　作業内容に応じて判断してください。

A.�全員が鉄筋工にならない場合が多いと思います。

※�公共事業労務費調査の手引き「職種の定義」又は、本ガイドブックを参考に判断してください。

Q.7 鉄筋組立工事の会社です。
現場で鉄筋の加工組立に関わる作業をしている場合、全員鉄筋工となりますか？
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Q.9  事業用自動車（青ナンバー）のトラック運転手は調査対象職種に該当し� ますか？

A.��運搬作業が建設業法の適用を受ける場合は該当しますが、貨物自動車運
送業法の適用を受ける場合は該当しません。

Q.8  特殊作業員と世話役との違いは何ですか？

　相当程度の技能及び肉体的要件を有して主体的業務を行うものとは、工事現場で使用する様々な軽機械や土
木工事に精通した技能と現場環境に左右されずに重労働を伴う作業を主体的に行える肉体的条件を有し、かつ
各種作業について必要とされる主体的業務を行うことのできる労働者です。

特殊作業員

世　話　役

相当程度の技能及び高度の肉体的条件を有し主として主体的業務を行う者

工事及び機械の運転等又は操作について相当程度の技能を有する者

自ら作業に従事する者

作業分担や作業内容の指示の業務を行わない者

作業分担や作業内容の指示の業務を行う者

もっぱら作業の指導・監督を行う者

作業の指導・監督を行わない者

普通作業員及び軽作業員と比較して、経験が豊富であり、熟練度も高い

自分の考えで仕事を進め、自分で正否の判断ができる

一定の時間に一定の作業量をこなせる

※作業の分担、作業内容の指示・指導・監督もするが、自ら作業に従事する頻度（重要度）が高い。

※自ら作業に従事するが、もっぱら作業内容の指示・指導・監督をしている。

注意： 自ら作業に従事する特殊作業員が、作業に加えて作業分担や作業内容の指示、作業の指導・監督といった業
務を兼務する場合には、その重要度により世話役か特殊作業員であるかどうかを判断することになります。

単なるリーダーを世話役にしていませんか？
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Q.10 その他対象とならない職種の例はありますか？

　サイディング工、ボーリング工（地質調査のみ）、ウレタン吹付工、施設警備（受付伝票の受領の
みを行う場合）、JR列車見張り作業員、河川工事における作業船船員、ガス会社指定業者が行う
ガス本管引き込み工事（積算上ガス会社の材工一式見積もり）技師（技術者）が行う作業など。

A.�次のような例は対象となりません。

Q.11 設計積算上で世話役が存在する作業の調査票には� 必ず世話役職種を記載する必要がありますか？

仕事の内容 職種判定
作業分担や作業内容の指示、作業の指導・監督のみを行う者 世話役
作業分担や作業内容の指示、作業の指導・監
督に加えて、建設機械の運転・鉄筋組立・型枠
組立等を行う者

世話役業務が重要である 世話役

実作業が重要である
運転手（特殊）、鉄筋工、
型枠工、その他

A.��世話役とは、「・・・について相当程度の技能を有し、もっぱら指導的な業務を
行うもの」とされており、具体的には、作業分担や作業内容の指示、作業の指
導・監督を行う職種で、土木一般世話役、潜かん世話役、橋りょう世話役、トン
ネル世話役の4種類がありますが、必ずしも調査票に世話役が存在しなけれ
ばならないわけではありません。

Q.12 建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価の判定分野の番号は� 職種の分類（51職種）の職種名及び職種番号と一緒でしょうか？

A.��違います。
　��建設キャリアアップシステム（CCUS）による能力評価の判定分野は、公共事
業労務費調査における職種の分類とは異なります。

　��建設キャリアアップシステム（CCUS）の判定分野は40種類以外ありません。
　�※�建設キャリアアップシステム（CCUS）の判定分野は、公共事業労務費調査

の手引「建設キャリアアップシステム（CCUS）による能力評価」を参考に
判断してください。
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基準内・基準外手当を把握していますか？
基準内手当は、調査に反映される大切な手当です。
しっかり把握しておきましょう。

※�手当の名称だけで判断せず、支給基準や支給実態等により判断
してください。

Q.1  基準内手当と基準外手当は、どう違うのですか？

基準内手当： 現場手当、技能手当、家族手当、住宅手当や通勤手当等の日常的に支払われる手当
で、調査に反映される手当です。

基準外手当： 特殊な勤務や作業環境等に対して支払われる手当で、残業手当や精勤手当等の調
査に反映されない手当です。

◦基準外となる手当は原則として以下の4つに該当する手当です。
　①  特殊な労働に対する手当
　　  各職種の労働者について、通常の作業条件又は作業内容を超えた、特殊な労働に対して支払った手当
　②  割増賃金の代替としての手当
　　 時間外、休日又は深夜の割増賃金の代替として支払った手当
　③  休業手当
　　 仕事が無いために労働者を休業させた場合に支払った手当
　　 （ただし、悪天候等の不可抗力による作業に対する手当は基準内手当となります）
　④  本来は経費に当たる手当
　　  労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費等、本来は賃金ではなく、経費の負担

に該当する手当

※�「公共事業労務費調査の手引き」“基準内手当・基準外手当の区分”及び「国土交通省：公共事業労務
費調査ホームページ」参考資料より手当の逆引きを参照してください。
※�本ガイドブック�P39、P40に記載。

A.��手当の基準内・基準外の区分に当たっては、名称により判断するのではな
く、支給基準や支給実態等により判断します。

Q.2  通勤手当

自　宅
現　　場

集合場所

会　　社

会　　社

現　　場

現　　場

現　　場

A.�基準内手当になる場合 A.�基準外手当になる場合

自宅から、会社や現場までの交通機関等の
実際費用に応じて支給される場合の手当

会社から現場、あるいは現場から現場までの交
通機関等の実際費用に応じて支給される手当

※�遠方の現場に行く場合において、旅費に充たる場合は基準外手当、通勤手当として支給する場合は
基準内手当となります。
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Q.4  技能手当

　類似の手当名称として、技術手当や資格手当等があります。

A.�労働者の作業熟練度に応じて支給される手当は基準内手当となります。

Q.6  �4週8休にすることで総支給額が下がるため、手当を支給していますが�基準内手当となりますか？

A.��労働者を休業させた場合（悪天候等の不可抗力による休業や、週休2日制導入
等に伴う休業）に対する手当については基準内手当となります。

　なお、有給休暇として手当を支給している場合は、有給休暇手当の説明に従い記入し、休業手
当欄には記載しないで下さい。

主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当

休業手当

悪天候や発注者の工事中止命令等の不可抗力による休業に対
して支給される手当

○

仕事が無いために労働者を休業させた場合に支給される手当 ○  ※1

週休２日の導入等の休日拡大に伴う休業（労働日数の減少）に
対して支給される手当

○

※1　工事に従事していない期間に支給されるものであり、工事費積算に含まれないため。

Q.3  交通費は基準内手当に入りますか？
A.�　交通費の支給を通勤手当としている場合は基準内手当です。

◦通勤定期券を直接渡す場合は、実物給付に該当します。
◦ ただし、遠隔地の工事等で、労働者個人が立て替え払いした旅費の弁済にあたる手当は、工事費

の積算では経費として現場管理費の中に計上されるため、基準外となります。

Q.5  役付手当

職種例： 塗装工、橋梁塗装工、大工（建築）、左官工、配管工、はつり工、防水工、板金工、タイル工
サッシ工、屋根ふき工、内装工、ガラス工、設備機械工、建具工、ダクト工、保温工
建築ブロック工等

☆世話役が設けられている職種の場合は次のとおりです。
　基準内手当：世話役業務を行った業務量に関係なく一定額支給される場合
　基準外手当：一般技能労働者が世話役業務を行った場合、業務量に基づいて支給される場合
　職　種　例： 特殊作業員、 とび工、 鉄筋工、 型枠工、 運転手、 ブロック工、 鉄骨工、 電工 

溶接工、 山林砂防工等

A.�世話役が設けられていない職種の場合は全て基準内手当となります。

　類似の手当名称として、職長手当、世話役手当、役職手当等があります。
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〈�例1�〉
バックホウ等の重機械の運転操作をする「運転手（特殊）」
に該当する者に、1日1,000円の運転手当を支払ってお
り、当該運転手が重機械の運転操作業務がない日につい
て、普通作業員の仕事をした場合でも、当該月に支払った
運転手当の全額が基準内手当になります。

〈�例2�〉
車両系建設機械運転技能講習受講済みの「普通作業員」
が、月内の所定労働日の数日についてバックホウ等の重機
械の運転操作業務に従事した場合に、その従事した日に
ついて1日1,000円の運転手当を支払った場合には、当該
運転手当は基準内手当には該当しません。

職　　種 基準内外の判定 運転手当（資格手当）の支給方法

運転手（特殊） 基準内手当 時間、日、月のいずれを基準に
支給してもよい

普通作業員

基準内手当 月額、または日額を決めて出勤
日全てに支給する場合

基準外手当 時間、日数等の業務量を基準に
支給する場合

※�運転手当・資格手当は、日数、時間等、業務量に応じて支給する
と、公共工事設計労務単価に反映されない基準外手当に該当
する場合があります。

Q.7  運転手当は、基準内手当となりますか？
A.�運転手に支給した場合は、全て基準内手当となります。

　分類した職種の業務に必要がない車両等を運転した場合と労働者の送迎用は、基準外手当と
なります。

☆運転手以外に支給した場合は次のように区分されます。
　基準内手当：① 分類した職種の業務を行うのに必要でない機械等の運転を行った

場合、業務量に関係なく一定額支給される手当
　　　　　　　②支給方法：月単位、出勤日全てに支給
　基準外手当：① 分類した職種の業務を行うのに必要でない機械等の運転を行った

場合、業務量に応じて支給される手当

　類似の手当名称として、車両手当、重機回送手当等があります。

Q.8  �日給制または出来高制の労働者が有給休暇を取得し手当を支払った場合は基準内手当となりますか？

A.�基準内手当となります。

　日給制または出来高制の労働者が、有給休暇を取得して支給された有給休暇手当は基準内手
当となります。
　調査票記入上は手当の欄ではなく、基本給または出来高給の欄に加算して記入して下さい。

主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当

有給休暇手当

日給制または出来高給制の労働者が有給休暇を取った場合に
支給される手当
※ 調査票では、手当の欄でなく、基本給または出来高給の欄に

加算して記入してください。

（基本給又は
出来高給とし
て加算してく
ださい）

―
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Q.9  毎月の固定残業手当は基準内手当となりますか？
A.�固定残業代の定めた時間内の場合は基準内手当となります。

　毎月の固定残業代で定めた時間に満たない場合は、残業した金額と残業していない金額を分
けて記載する必要は無く、固定残業手当の全額が基準内手当となります。
　なお、定めた時間を超過した場合については、様式−1−1補足調査票の基準外手当欄の時間
外・休日・深夜勤務手当の欄に記載して下さい。
　就業規則等記載の固定残業手当の名称が残業手当や所定外労働手当等の場合は、基準外手当
の時間外・休日・深夜勤務手当とみなし残業手当と区別できるように、調査票の手当の名称欄には

（みなし残業）や所定外労働手当（みなし残業）等と記載をお願いします。

主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当

代替手当
時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金の代替として
支給される手当

○  ※２

みなし残業手当

時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金として支給さ
れる手当

○  ※２

時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金として支給さ
れる手当ではなく、基本給を補填する性質をもつ手当

○

※2　時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金は、積算時に作業条件に応じて別途計上するため。

◦ 時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金として支給される手当については、様式−1−1
基準外手当に記入してください。

Q.11  �手当の区分で割増の基礎となる賃金に「算入する、しない」は社内で決めてよいのですか？

A.�会社の独自の判断で決めることはできません。

　労働基準法施行規則21条では、割増賃金の時間単価を計算するときの基礎賃金から、除外す
ることができる手当を次の7種類に限定していますので、これら以外の手当は全て割増賃金の算
定基礎に含める必要があります。

① 家族手当　　② 通勤手当　　③ 別居手当　　④ 子女教育手当　　⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金（結婚手当、出産手当等）
⑦ 1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金（賞与、燃料手当等）

なお、これらを割増賃金の算定基礎に含めるか含めないかは、単に手当の名称により判断するの
ではありません。
　支給実態に基づいて判断しなければなりませんので、家族数に関わらず定額で支給する家族
手当や通勤距離に関わらず定額で支給する通勤手当等は、割増賃金の時間単価を計算するとき
の基礎賃金に含めなければなりません。

Q.10  �急激な物価上昇（インフレ）を背景に、従業員の生活支援を目的としたインフレ手当を支給した場合は基準内手当となりますか？

A.�基準内手当となります。

　インフレ手当とは、原料高による電気代や食品の値上げなど急激な物価高を受け、企業が従業
員に基本給などに加えて臨時で支給する特別手当を指します。
　なお、記載について月額手当として支給されている場合は様式−2、臨時の給与として支給さ
れている場合は様式−3に記入してください。
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①現場での作業に関する手当
手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

現場作業に対して支給される手当
（分類した職種に関する作業に対して支払われる手当） ○ 現場手当

乗船手当（船員など）
食事手当
出勤手当

坑内作業関係職種の労働者が坑内作業をした場合に支給される手当 ○ 坑内手当 危険手当
トンネル手当

坑内作業関係職種以外の労働者が坑内作業をした場合に支給される手当 ○ 坑内手当 危険手当
トンネル手当

連続して休日労働した場合に支給される手当 ○ 突貫手当
残業手当
深夜手当
休日手当

時間外、休日または深夜の労働に対して支給される手当 ○ 残業手当
深夜手当
休日手当
代替手当

②休業に関する手当
手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

悪天候や発注者の工事中止命令等の不可抗力による休業に対して支給さ
れる手当 ○ 休業手当

荒天手当
調整手当
雨天（休業）手当

仕事がないために労働者を休業させた場合に支給される手当 ○ 休業手当 調整手当

日給制または出来高給制の労働者が有給休暇を取った場合に支給される
手当

※（基本給又
は出来高給
として加算し
てください）

− 有給休暇手当

③職能に関する手当
手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

労働者の作業の熟練度（能力）に応じて支給される手当 ○ 技能手当

技術手当
資格手当
潜水手当
クレーン手当

「世話役」が設けられている職種で、「世話役」に該当する労働者に支給され
る手当 ○

役付手当

職長手当
管理職手当
監督手当
主任手当
世話役手当
管理手当
役職手当

「世話役」が設けられている職種で、「一般技能労働者」に該当する労働者が
世話役業務を行った場合に、その業務量（日数・時間等）に関係なく一定額
支給される手当

○

「世話役」が設けられていない職種で、「世話役」に該当する労働者に支給さ
れる手当 ○

「世話役」が設けられている職種で、「一般技能労働者」に該当する労働者が
世話役業務を行った場合に、その業務量（日数・時間等）に応じて支給され
る手当

○ 役付手当 世話役手当

分類した職種の作業を行うのに必要な資格に応じて支給される手当 ○

資格手当

奨励手当
職能手当
火薬手当
オペレータ手当
検定手当
調整手当

分類した職種の作業を行うのに必要でない資格であるが、有資格者が資格
が必要な業務を行った場合に、その業務量（日数・時間等）に関係なく一定
額支給される手当

○

分類した職種の作業を行うのに必要でない資格であるが、有資格者が資格
が必要な業務を行った場合に、その業務量（日数・時間等）に応じて支給さ
れる手当

○ 資格手当

④車両の運転に関する手当
手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称
分類した職種の作業を行うのに必要な車両、機械等の運転・操作に対して
支給される手当 ○

運転手当

安全手当
無事故手当
車両手当
重機回送手当
同乗手当

分類した職種の作業を行うのに必要でない車両、機械等の運転・操作を行っ
た場合に、その業務量（日数・時間等）に関係なく一定額支給される手当 ○

労働者の送迎用車両の運転に対する手当
（工事用重機の運転ではない） ○ 運転手当 送迎手当

高速手当
分類した職種の作業を行うのに必要でない車両、機械等の運転・操作を
行った場合に、その業務量（日数・時間等）に応じて支給される手当 ○

手当の基準内・基準外の区分にあたっては、以下の例を参考に、支給基準や支給実態等により判断してくだ
さい。なお、以下に示す手当の名称は一応の目安であり、同じ名称の手当でも基準内手当の場合もあれば基
準外手当の場合もありますので、名称のみでの判断はしないようにしましょう。

基準内・基準外手当について（逆引き）
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⑤工具損料等に関する手当
手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称
潜水士の個人持ち潜水器損料として支給される手当 ○ 工具手当
労働者個人持ちの工具損料として支給される手当 ○ 工具手当 工具損料
労働者個人持ちのダンプ等の車両損料、燃料等として支給される手当 ○ 車両手当 マイカー手当

⑥勤務成績に関する手当
手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

１ヶ月以内の所定労働時間内の勤務成績の査定等により支給される手当 ○ 精勤手当
皆勤手当
勤務評価手当
奨励手当

時間外、休日または深夜の勤務成績の査定等により支給される手当 ○ 精勤手当 勤務評価手当
奨励手当

１ヶ月を超える期間の勤務成績の査定等により支給される手当 ※臨時の給与 − 精勤手当
皆勤手当
勤務評価手当
奨励手当

⑦交通費に関する手当
手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

労働者の住居から、会社（事務所）または現場までの交通機関等の実際費用
に応じて支給される手当 ○ 通勤手当

交通費
運転手当
定期代

会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実際費用に応じ
て支給される手当 ○ 通勤手当

交通費
運転手当
車手当

遠隔地での工事等で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁に当たる手当 ○ 遠隔旅費手当 出張手当
単身（赴任）手当

⑧その他の手当
手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

扶養している家族のある労働者に対して支給される手当 ○ 家族手当 扶養手当
養育手当

労働者が居住している住居の種類（借家、持ち家の別）や実際費用等に応じ
て支給される手当 ○ 住宅手当 借り上げ手当

持ち家手当

単身赴任期間中に継続して支給される手当 ○ 単身赴任手当 別居手当
赴任手当

労働者の赴任、帰省等に対して支給される手当（一時金） ○ 赴任等手当 単身（赴任）手当

一般に賃金水準の高い都市部での就労に対して支給される手当 ○ 都市手当 物価手当
地域手当

へき地での就労期間中に継続して支給される手当 ○ へき地手当
山間地手当
地域手当
遠隔手当

法令により負担すべき所得税（雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料等
を含む）に対する補助として支給される手当

（就業規則、雇用契約書等に支給条件が明記されている場合）
○ 所得税補助手当

保険手当
調整手当
基本給補助手当

労働者の技術向上のために行われる研修の期間の日当保証、研修参加へ
の奨励に対して支給される手当 ○ 研修手当 出張手当

講習手当

業務連絡のための携帯電話の通信料に対して支給される手当 ○ 携帯電話手当 通信手当
電話代

急激な物価上昇（インフレ）を背景に、従業員の生活支援を目的として支給
される手当
※ 名称及び支給方法は企業により異なり、月額手当について手当の欄に記

載ください。
一時金については手当の欄でなく、臨時の給与として様式−3に記入してく
ださい。

○ インフレ手当

国土交通省：公共事業労務費調査のホームページ　公共事業労務費調査　 検索

　01 調査票
　02 公共事業労務費調査の手引き
　03 対象企業名簿の作成について
　04 郵送時の封筒に貼り付けるラベル

　05 労務費調査説明会について
　06 調査票の記入にあたっての参考資料
　07 オンライン調査に関する資料
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※�賃金台帳に記載されていない退職金等、不定期の賃金についても遺漏のないよう正確に記
入いただくようお願いします。

実物給与・臨時給与を
記入していますか？
お金以外でも賃金に相当する場合は実物給与として調査票に記入してください。
※実物給与の基本は、「食事」・「通勤費用」・「住宅の貸与」等になります。

Q.3 個人の車両で通勤する場合でガソリンを支給している場合は
� どのように扱えばよいでしょうか？

A.��通勤に使用する労働者個人の車両等の場合は、ガソリン価格相当額を算出
し調査票に記入してください。

Q.1  昼食等を実物で与えた場合、賃金に計上できますか？
A.�計上できます。

　ただし、賃金台帳の実物給与の欄に記載があるかについて確認してください。
　（残業時の食事の支給は対象外となります。）
　また、作業服・軍手等の費用は実物給与として認められません。

ただし、作業服・軍手等の費用を現金で支給した場合は賃金の各種手当として計上できる場
合があります。

　金額の多寡にかかわらず、過去1年間に支給したものが対象となります。
　臨時の給与は調査に反映されますので忘れずに記入してください。
　例として、以下のものがあります。
① 労災以外の傷病に対する手当て、見舞金等
②  結婚祝い金、出産祝い金といった慶弔金、永年勤続表彰の祝い金、インフレ手当、退

職手当等非常にまれに支払われた手当
③ 1ヶ月を越える期間の出勤成績、継続勤務等による精勤手当、勤続手当等

Q.2  金額が少なくても臨時の給与になりますか？
A.�臨時の給与になります。

《その他》
● 食事の支給や住宅の貸与に関わる費用については、実物給与となる場合があります。

　ジュースなどの支給は、実物給与となります。

1日にジュース等の飲料水を1本支給すると、労務単価が100円〜130円位上がります。
� ※記入の際は、消費税込みの金額を記載してください。

● 実物給与は月額で記入しますが、その金額の内訳を書面で用意し調査の問い合せがきた際に返答できるようにし

ておいてください。
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労働日数（日）

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

会社の所定労働日の日数(日) (20) (20) (21) (20) (21) (20) (21) (20) (21) (21) (20)

23 21 21 22 22 21 22 22 23 22 21

1 1 20 20 20 20 21 20 19 19 18 21 20

2 2 23 18 19 22 22 21 21 15 16 19 21

3 3 20 20 19 20 21 20 21 19 21 20 20

4 4 23 20 20 22 22 21 22 20 23 20 20

5 5 23 19 21 22 22 21 22 22 22 21 21

6 6

7 7

8 8

9 9

1 0 1 0

1 1 1 1

1 2 1 2

1 3 1 3

1 4 1 4

1 5 1 5

1 6 1 6

1 7 1 7

1 8 1 8

1 9 1 9

2 0 2 0

※　備　　　考

（注） １．※　印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

２．各労働者の労働日数は、有給休暇日及び休日の労働日数を除いて記入してください。

３．労働日数の記入に当たっては、１時間でも労働した日は１日とカウントし、１日単位（整数）で記入してください。また、所定労働日で１日全て休みとなった日は除いてください。

４．本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

５．本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

＜月給制労働者の労働日数＞
所定労働日数から、所定労働時間フルに休暇をとった有給休暇日数及び欠勤日数を除いた日数を記
入する。

←10の位の番号を記入→

各各労労働働者者のの労労働働日日数数はは、、上上段段にに記記載載ししたた所所定定労労働働日日のの日日数数をを超超過過ししなないいよようう留留意意すするる。。
（（休休日日労労働働日日数数はは含含めめなないい））

様式-1と同じ順番で、
詰めずに記入する。

＜日給制・出来高給制労働者の労働日数＞
所定労働時間フルに働いていなくても、1日としてカウントする。
所定労働日でない休日の労働はカウントしない。
振替によって所定労働日扱いになった休日はカウントする、休日扱いになった日はカウントしない。

‐

「

」

（

は
9
月

）
の
こ
の
欄
の
労
働
日
数
は
同
じ
値
に
な
る

。

NI
（日給制の場合）

GJ
（月給制の場合）

DS
（出来高給制の場合）

HS
（変形労働時間制（年単位）の場合）

HG
（変形労働時間制（月単位）の場合）

年

月

番号 イニシャル 番号

種　　　別

※ 工事番号

※ 発注機関名称

て

賃金支払い形態で所定労働日数が異なる場合は、日給制・出来高給制の所定労働日数を（）書きで上に記入する。

印印刷刷ははAA33ササイイズズ

＜様式－３＞

原原則則必必須須（（臨臨時時のの給給与与ががななくく、、有有給給休休暇暇のの取取得得義義務務対対象象者者ももいいなないい場場合合はは提提出出不不要要））

 様式－３ 公共事業労務費調査・年計票（労働日数・臨時の給与）

【令和５年１１月 ～ 令和６年１０月分】

この年計票は、調査票様式－１に記入していただく「年間労働日数」及び「臨時の給与」の基礎資料となるものです。
各調査対象労働者について、調査対象期間を含む過去１年間の月毎の「労働日数」及び「臨時の給与」を記入し、「労働日数
（日）」「年計（１２か月計）」及び「臨時の給与（円）」「年計（１２か月計）」欄の日数、額を、調査票様式－１の該当欄に転記し
下さい。（様式－１の番号に合わせて記入してください）
９月の賃金調査対象者についても、給与年計票は令和５年11月～令和６年10月の期間で作成してください。

令和５年 令和６年

公共事業労務費調査・年計票（労働日数・臨時の給与） 調査対象月

月

(単位：日又は円）

年　　計 賞与 賞与 インフレ手当

10月 （１２か月計）

(21) (246) 　１２　月 　７　月 　月

21 261

19 237 200,000 100,000 50,000

18 235 550,000 250,000 50,000

20 241

20 253 500,000 300,000 50,000

20 256 300,000 545,000 50,000

３．労働日数の記入に当たっては、１時間でも労働した日は１日とカウントし、１日単位（整数）で記入してください。また、所定労働日で１日全て休みとなった日は除いてください。

４．本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

様
式

‐
1
「

年
間
労
働
日
数

」
に
転
記
す
る

。

所
定
労
働
日
の
日
数
の
合
計
は

、
様
式

‐
1
の
上
段

「

年
間
所
定
労
働
日
数

」
欄
に
転
記
す
る

。

臨時の給与として記入する対象

①賞与（ボーナス・一時金）

②臨時に支払われる賃金
　労災以外の傷病見舞金等、支給理由の発生が臨時的で突発的
　結婚手当、インフレ手当等、発生が不確実で非常にまれであるもの

③上記に準じるもの
　精勤手当、勤続手当等

※退職金は様式1-1に記入する。

＜冬期手当・農繁期手当等の季節手当の取り扱い＞
割増対象としている場合は様式－2に記入、していない場合は様式3に記入する。

様
式

‐
1
に
転
記
す
る

。

様
式

‐
1
の
「

所
定
内
労
働
日
数

」
と
1
0
月

（
ま
た

350,000

850,000

850,000

895,000

年　　計

（１２か月計）

作 成 者 氏 名 調査票作成者の氏名

※ 工 事 番 号

臨時の給与（円）

工 事 名

様式－1と同じ

様式-1と
同じ

工 事 請 負 者 名 （ 元 請 ）

賃 金 支 払 事 業 主

各調査対象労働者について、調査対象期間を含む過去１年間の月毎の「労働日数」及び「臨時の給与」を記入し、「労働日数
（日）」「年計（１２か月計）」及び「臨時の給与（円）」「年計（１２か月計）」欄の日数、額を、調査票様式－１の該当欄に転記して

賃金支払い形態で所定労働日数が異なる場合は、日給制・出来高給制の所定労働日数を（）書きで上に記入する。

原原則則必必須須（（臨臨時時のの給給与与ががななくく、、有有給給休休暇暇のの取取得得義義務務対対象象者者ももいいなないい場場合合はは提提出出不不要要））

令和５年 令和６年 令和６年 令和　　年 令和　　年

　　９　月 　　　　　　　月

Q.4  臨時の給与年計票に記入する所定労働日とは？
A.�会社の就業規則で決められている所定労働日数です。

臨時の給与等に該当する賃金は以下のとおりです。

　各労働者の労働日数欄には、会社が決めた所定労働日数のうち

月給者の場合は会社が定めている所定労働日数のうち、実際に働いた日数を記入してください。
日給者の場合は実際に働いた日数を記入します。
ただし、所定労働日でない休日の労働は、労働日数から除いてください。
雇用期間が1年に満たない労働者については、雇入れ日以降の雇入月から労働日数を記入して
ください。

確 認

要注意

1日の所定労働時間が8時間の労働者　260日を超えることはありません。
1年単位の変形労働時間制を適用している労働者　280日を超えることはありません。

所定休日・法定休日に就労した日数は除外してください。

注）1日の所定労働時間をフルに休暇をとった有給休暇日を除いてください。

注）閏年は261日

注）�所定労働日数を正しく記入していないと、公共工事設計労務単価を
下げる可能性がありますので注意してください。

種別 臨時の給与等に該当する賃金

賞与
（ボーナス・一時金）

　定期的（一年に2～3回）又は臨時に支給される賃金で、労働者の勤務成績等に応じて支給
され、支給額があらかじめ確定していないもの

臨時に支払われる賃金 　次の2種類のものがあります
○労災以外の傷病に対する手当、見舞金等、支給理由の発生が、臨時的かつ突発的なもの
○結婚手当、インフレ手当等、その発生が不確定かつ非常にまれであるもの

上記に準じるもの 1か月を超える期間の出勤成績、継続勤務等によって支給される精勤手当、勤続手当等

◆�冬期手当や農繁期手当等、支給額が限られている季節手当については、会社で割増賃金を計算する際に、割増の

対象となる賃金に含めているか否かの別により、「各種手当」又は「臨時の給与」として取り扱ってください。

◆�燃料手当（暖房手当）が複数月に分けて支払われた場合は、それらを合計して「臨時の給与」に記入してください。
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Q.3 調査の結果や公共工事設計労務単価を知ることができますか？

　調査結果、公共工事設計労務単価は建設業者にとって大変重要な関心事です。
　公共工事設計労務単価は、 公共工事の工事費の積算に用いる単価であり、 下請契約等にお
ける労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではありません。

A.��公共事業労務費調査の調査結果や公共工事設計労務単価については国土
交通省のホームページで公表されていますので是非ご覧ください。

　�ホームページで検索する際は�「公共事業労務費調査」で検索してください。
公共事業労務費調査 検索

講習会・勉強会等を
積極的に活用しましょう！
公共事業労務費調査を正しく理解していないと、公共工事設計労務単価を下げ
る原因になり、人的資源の流出可能性が高まり将来を担う人材が集まりません。

個別相談会 電話相談

Q.2 公共事業労務費調査にむけて、どのような活動がありますか？

※�全道の各地方建設業協会では、公共事業労務費調査前に講習会・勉強会や相談会を開催しています。
是非ご出席ください。
※協力会社にも知らせてください。
※�全道の各地方建設業協会には、労務委員及び賃金部会委員がおり、相談等も受け付けております
ので積極的にご活用ください。

オンライン地方説明会 建協勉強会・研修会

A.��各地方建設業協会では、毎年11月に行われる公共事業労務費調査にむけ
て、経営者及び実務担当者並びに現場責任者に対する次の取り組みを行っ
ています。

Q.1 初めて調査を受けます。
� どの様なことに注意したらよいでしょうか？

　なお、実務担当者だけでなく、現場責任者・経営者を含む全社内で対応することが大切です。
　同時に協力会社に対して調査に協力するように指導することも重要なことです。

A.�「公共事業労務費調査の手引き」「公共事業労務費調査ガイドブック」（一般
　��社団法人北海道建設業協会発行）をよく読んで、調査の重要性、内容等を十
分理解することが必要です。
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公共事業労務費調査連絡協議会事務局からのお願い

公共事業労務費調査の協力義務について

　公共事業労務費調査の対象工事となった場合、発注者と元請企業との契約事項に調査

の協力義務を負う旨を記載しておりますので協力をお願いします。

　元請企業との契約事項には、下請約款を締結する場合に、一次下請企業のみでなく 

二次以降の下請企業も調査の協力義務を負う旨を定めることとしています。元請企業は

一次下請企業との契約事項に「一次下請企業が調査の協力義務を負う旨」、「二次下請以

降の下請企業も調査の協力義務を負う旨を定める旨」を記載してください。

ここ
ちち
らら
にに
ああ
りり
まま
すす

公共事業労務費調査ガイドブック（本冊子）は、北海道建設業協会ホームページ（情報提供）

からダウンロードすることができます。ぜひご活用ください

棄却されないためにも

情報提供（赤丸）クリック

令和 6 年度 公共事業労務費調査ガイドブック
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職種
年度

特 殊
作 業 員

全
国
順
位

普 通
作 業 員

全
国
順
位

軽 作 業 員
全
国
順
位

と び 工
全
国
順
位

鉄 筋 工
全
国
順
位

運 転 手
（ 特 殊 ）

全
国
順
位

平成 ９ 年度 19,700 15,900 12,500 19,700 21,100 20,200

平成 10 年度 19,700 16,100 12,700 19,500 20,000 20,500

平成 11 年度 19,600 16,000 12,600 19,300 19,900 19,900

平成 12 年度 16,400 13,300 11,200 14,800 15,500 16,200

平成 13 年度 16,400 13,300 10,800 17,300 15,800 16,800

平成 14 年度 16,100 13,100 10,300 17,400 15,600 16,900

平成 15 年度 15,200 12,600 10,100 16,400 14,700 15,900

平成 16 年度 14,500 12,100 9,700 15,600 14,000 15,100

平成 17 年度 14,300 11,800 9,600 15,100 13,600 14,900

平成 18 年度 14,000 11,500 9,400 14,800 13,600 14,600

平成 19 年度 13,700 47 11,300 45 9,300 41 14,500 40 13,300 47 14,300 47

平成 20 年度 13,300 47 11,000 46 9,000 42 14,000 42 12,900 47 13,800 47

平成 21 年度 13,100 47 11,000 47 8,900 45 13,800 43 13,000 47 13,600 47

平成 22 年度 13,100 47 10,800 47 8,900 40 13,500 43 13,200 47 13,200 46

平成 23 年度 13,400 47 10,700 46 9,000 39 13,200 43 13,100 47 13,300 45

平成 24 年度 13,400 46 11,000 43 9,200 40 13,400 44 13,600 43 13,300 43

平成 25 年度 15,400 43 12,700 44 10,600 38 15,700 45 16,000 40 15,300 44

平成 26 年度 16,400 41 13,500 43 11,300 36 17,100 44 17,400 35 16,300 41

平成 27 年度 16,700 40 13,800 43 11,500 35 18,200 44 18,600 34 16,600 42

平成 28 年度 18,000 41 14,900 42 12,400 31 19,600 42 20,000 33 17,900 42

平成 29 年度 18,700 37 15,400 41 12,800 29 20,800 39 21,300 28 18,500 38

平成 30 年度 19,800 32 16,300 38 13,500 22 21,700 35 22,200 26 19,500 33

令和 元 年度 20,500 31 16,900 39 14,000 23 22,600 31 23,100 25 20,200 35

令和 ２ 年度 21,100 30 17,300 38 14,400 21 23,700 25 24,200 23 20,700 32

令和 ３ 年度 〈21,100〉 30〈17,300〉 39 14,500 21 23,700 26〈24,200〉 23 20,900 32

令和 ４ 年度 22,100 30 18,000 37 15,500 11 25,100 18 25,800 19 22,400 28

令和 ５ 年度 22,800 34 19,100 36 16,300 14 26,100 21 26,300 22 23,400 30

令和 ６ 年度 23,600 35 20,000 36 17,500 12 27,700 20 27,300 23 24,900 30

北海道の公共工事設計労務単価（主要12職種）の推移
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職種
年度

運 転 手
（ 一 般 ）

全
国
順
位

型 枠 工
全
国
順
位

大 　 工
全
国
順
位

左 　 官
全
国
順
位

交 通
誘 導 員 A

全
国
順
位

交 通
誘 導 員 B

全
国
順
位

平成 ９ 年度 17,300 21,700 21,200 20,300 9,600 −

平成 10 年度 17,100 21,700 21,100 20,900 9,300 −

平成 11 年度 16,200 21,500 20,700 19,100 9,200 −

平成 12 年度 13,400 16,200 17,400 18,900 8,900 −

平成 13 年度 13,700 16,700 17,400 16,900 8,000 −

平成 14 年度 13,400 16,800 16,600 16,100 8,000 −

平成 15 年度 13,000 15,800 15,700 15,200 7,800 −

平成 16 年度 12,400 15,000 14,900 14,700 7,400 −

平成 17 年度 12,000 14,500 14,400 14,900 7,500 −

平成 18 年度 11,800 14,200 14,300 15,100 7,400 −

平成 19 年度 11,600 47 13,900 47 14,500 47 14,800 37 7,900 33 7,400 33

平成 20 年度 11,300 47 13,500 47 14,100 47 14,300 40 7,900 30 7,100 35

平成 21 年度 11,200 47 13,300 47 13,900 47 14,700 34 8,100 34 7,300 35

平成 22 年度 11,100 46 13,100 47 13,500 47 14,300 43 8,200 31 7,200 38

平成 23 年度 11,200 47 12,800 47 13,400 47 14,000 43 8,000 33 7,200 33

平成 24 年度 11,100 45 13,100 47 14,000 47 14,000 44 7,900 34 7,100 35

平成 25 年度 12,800 45 15,400 46 16,500 46 16,500 33 9,100 36 8,300 33

平成 26 年度 13,700 45 16,800 46 18,000 42 18,000 32 9,900 36 8,900 32

平成 27 年度 14,000 45 17,900 44 19,200 20 19,200 30 10,600 36 9,100 32

平成 28 年度 15,200 45 19,300 42 20,700 21 20,700 29 11,500 32 9,800 31

平成 29 年度 15,700 43 20,500 37 22,000 21 22,000 21 12,300 21 10,400 26

平成 30 年度 16,600 41 21,400 34 23,000 19 23,000 18 12,700 24 10,800 26

令和 元 年度 17,200 40 22,300 33 23,900 22 23,900 16 13,700 22 11,600 28

令和 ２ 年度 17,600 39 23,300 29 25,100 19 25,100 16 13,900 22 11,800 28

令和 ３ 年度 〈17,600〉 44 23,300 33 25,100 20〈25,100〉 16 14,600 14 12,000 28

令和 ４ 年度 18,600 41 24,700 27 25,700 13 25,100 21 15,200 15 12,600 26

令和 ５ 年度 19,200 42 25,200 30 27,300 18 26,700 16 16,200 19 13,400 24

令和 ６ 年度 20,700 43 26,400 32 28,100 22 28,300 17 16,900 22 14,000 28

は最低額　　 は最高額　　（単位：円）

〈　〉は、特別措置によりコロナ禍の影響を考慮した単価を示している。



平成20年 9 月 作成 （非売品）

平成21年 9 月 改訂 （非売品）

平成22年 10 月 増刷 （非売品）

平成23年 9 月 改訂 （非売品）

平成24年 8 月 改訂 （非売品）

平成25年 8 月 改訂 （非売品）

平成26年 8 月 改訂 （非売品）

平成27年 8 月 改訂 （非売品）

平成28年 8 月 改訂 （非売品）

平成29年 8 月 改訂 （非売品）

平成30年 8 月 改訂 （非売品）

令和 元 年 8 月 『公共事業労務費調査に関するQ&A』より全面改訂

令和 2 年 8 月 改訂 （非売品）

令和 3 年 9 月 改訂 （非売品）

令和 4 年 9 月 『公共事業労務費調査に関する重要事項』

   『建設業で働く私たちのために』より改訂　（非売品）

令和 5 年 9 月 改訂 （非売品）

令和 6 年 9 月 改訂 （非売品）
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